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二

登
記

３

婚
姻
中
の
登
記
必
要
事
由

⑴

三
つ
の
事
由

一
七

登
記
免
除
・
未
登
記
法
定
抵
当
権
の
滌
除
（⇒

一
八
｜
一

九
）、
強
制
的
所
有
権
移
転
（⇒

二
〇
）
及
び
公
用
収
用
（⇒

二
一
）

の
場
合
に
お
い
て
は
、
妻
は
、
婚
姻
中
又
は
婚
姻
解
消
後
一
年
の
法

定
期
間
満
了
前
で
あ
っ
て
も
、
法
定
抵
当
権
の
登
記
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な60

）い61
）。

こ
れ
ら
の
事
由
が
、
法
定
期
間
満
了
後
に
生
じ
た
と
き

は
、
法
定
抵
当
権
は
他
の
抵
当
権
と
同
一
の
準
則
に
服
す
る
（⇒

二

二
）。⑵

滌
除

一
八

夫
が
抵
当
不
動
産
を
第
三
者
に
任
意
に
譲
渡
し
、
第
三
取

得
者
が
登
記
免
除
・
未
登
記
法
定
抵
当
権
の
滌
除
手
続
（
二
一
九
三

｜
二
一
九
五
条
）
を
し
た
と
き
は
、
妻
は
、
二
ヶ
月
以
内
に
法
定
抵

当
権
を
登
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
二
一
九
四
条
・
二
一
九
五
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条
）。
し
か
し
、

二
ヶ
月
以
内
に
妻
…
の
た
め
の
登
記
が
売
却
さ
れ

た
不
動
産
に
対
し
て
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
は
、
妻
の
嫁
資
、
取
戻
し

及
び
夫
婦
財
産
制
約
定
…
の
た
め
の
負
担
の
な
い
不
動
産
と
し
て
、

そ
れ
は
取
得
者
に
移
転
す
る
」

二
一
九
五
条
）。
し
た
が
っ
て
、
婚

姻
中
又
は
婚
姻
解
消
後
一
年
の
法
定
期
間
満
了
前
で
あ
っ
て
も
、
登

記
免
除
・
未
登
記
法
定
抵
当
権
の
滌
除
手
続
が
さ
れ
た
と
き
は
、
妻

は
、
二
ヶ
月
以
内
に
法
定
抵
当
権
の
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

そ
れ
を
し
な
け
れ
ば
、
妻
は
、
法
定
抵
当
権
の
追・
求・
権・
（⇒

六
）
を

失
う62

）。
一
九

問
題
は
、
妻
は
、
追
求
権
と
と
も
に
、
売
却
代
価
に
対
す

る
優
先
権
（⇒

六
）
も
失
う
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

一
八
五
八
年
改
正
民
訴
法
以
前
の
判
例
は
、
妻
は
追
求
権
と
と
も

に
優
先
権
も
失
う
と
解
し
た63

）。
し
か
し
、
一
八
五
八
年
改
正
民
訴
法

は
、
従
前
の
判
例
を
否
定
し
、
優
先
権
の
存
続
を
肯
定
す
る
（⇒

一

六
③64

））。
こ
の
点
に
つ
き
、
一
八
五
八
年
改
正
民
訴
法
七
七
二
条
五

項65
）本

文
は
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。
す
な
わ
ち
、

民
法
第
二
一
九

五
条
の
定
め
る
期
間
内
に
抵
当
権
の
登
記
を
し
な
か
っ
た
法
定
抵
当

権
者
は
、
代
価
に
対
し
て
優
先
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
」。

し
か
し
、
一
八
五
八
年
改
正
民
訴
法
は
、
妻
に
よ
る
無
制
限
な
優

先
権
行
使
を
認
め
な
い
。
優
先
権
の
存
続
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、

民
法
第
二
一
九
五
条
の
定
め
る
期
間
満
了
か
ら
三
ヶ
月
以
内
に
順

位
配
当
が
開
始
さ
れ66

）、
か
つ
第
七
一
七
条
第
七
項67

）﹇
後
段
﹈
の
定
め

る
条
件
を
満
た
」
さ
ね
ば
な
ら
な
い
（
一
八
五
八
年
改
正
民
訴
法
七

七
二
条
五
項
但
書
）。
す
な
わ
ち
、

民
法
第
二
一
九
五
条
の
定
め
る

期
間
満
了
か
ら
三
ヶ
月
以
内
に
順
位
配
当
が
開
始
さ
れ
、
か
つ
」、

そ
の
「
順
位
配
当
が
裁
判
上
の
も
の
で
あ
る
と
き
は
第
七
五
四
条68

）が

規
定
す
る
期
間
満
了
前
に
届
出
（p

ro
d
u
ire

）
を
す
る
」
か
、

順

位
配
当
が
和
解
に
よ
る
と
き
は
…
そ
の
終
結
（clo

tu
re

）
前
に
権

利
を
行
使
す
る
」
か
、
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
一
八
五
八
年
改
正

民
訴
法
七
七
二
条
五
項
但
書
・
一
八
五
八
年
改
正
民
訴
法
七
一
七
条

七
項
後
段
）。

⑶

強
制
的
所
有
権
移
転

二
〇

強
制
的
所
有
権
移
転
に
基
づ
く
競
売
の
場
合
に
お
い
て
は
、

登
記
免
除
・
未
登
記
法
定
抵
当
権
は
登
記
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

も
っ
と
も
、
登
記
が
さ
れ
る
べ
き
時
期
及
び
登
記
が
さ
れ
な
か
っ
た

と
き
の
効
果
は
、
年
代
に
応
じ
て
異
な
る
（⇒

①
｜
③69

））。

①

一
八
〇
六
年
の
民
事
訴
訟
法
（
以
下
「
一
八
〇
六
年
民
訴

法
」
と
い
う
。）
は
、
登
記
免
除
・
未
登
記
法
定
抵
当
権
に
対
す
る
競

売
の
効
果
を
規
定
し
な
い70

）。
そ
こ
で
、
初
期
の
判
例
は
、
ロ
ワ
ゼ
ル

（A
n
to
in
e L

O
IS
E
L
,
1536

1617

）
の
有
名
な
格
言
「
売
却
命
令

は
す
べ
て
の
抵
当
権
と
権
利
を
洗
い
流
す
（d

ecret
 
n
etto

ie
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to
u
tes h

y
p
o
th
eq
u
es et

71
）

d
ro
its

）」
に
従
い
、
強
制
的
所
有
権
移

転
に
基
づ
く
競
売
は
登
記
免
除
・
未
登
記
法
定
抵
当
権
を
滌
除
す
る

と
解
し
た72

）。
こ
の
当
時
の
判
例
は
、
滌
除
に
よ
り
妻
は
優
先
権
及
び

追
求
権
を
失
う
と
解
し
た
（⇒

一
九
）
の
で
、
順
位
配
当
に
お
い
て

優
先
権
を
行
使
す
る
た
め
に
は
、
妻
は
、
競
売
判
決
前
に
法
定
抵
当

権
の
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い73

）。

②

破
毀
院
は
、
一
八
三
三
年
六
月
二
二
日
の
連
合
部
判
決

（a
rret d

es ch
a
m
b
res reu

n
ies

）
に
お
い
て
、
競
売
に
よ
る
登
記

免
除
・
未
登
記
法
定
抵
当
権
の
滌
除
を
否
定
す74

）る75
）。

し
た
が
っ
て
、

競
落
人
は
、
登
記
免
除
・
未
登
記
法
定
抵
当
権
の
滌
除
手
続
（
二
一

九
三
｜
二
一
九
五
条
）
に
よ
り
法
定
抵
当
権
を
滌
除
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い76

）。
こ
れ
を
競
落
人
が
開
始
し
た
と
き
に
、
妻
は
、
二
ヶ
月
以

内
に
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
期
間
内
に
登
記
が
さ

れ
な
か
っ
た
と
き
は
、
妻
は
、
追
求
権
及
び
優
先
権
を
失
う
（⇒

一

八
｜
一
九
）。

③

一
八
五
八
年
改
正
民
訴
法
七
一
七
条
七
項77

）前
段
は
、

正
式

に
謄
記
さ
れ
た
競
売
判
決
は
、
そ・
の・
種・
類・
を・
問・
わ・
ず・
、
抵
当
権
を
滌

除
し
、
そ
れ
以
後
に
お
い
て
は
債
権
者
は
﹇
競
売
﹈
代
価
に
対
す
る

訴
権
の
み
を
有
す
る
」
と
規
定
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
強
制
的
所
有

権
移
転
の
場
合
に
お
い
て
は
、
妻
は
、
婚
姻
中
又
は
婚
姻
解
消
後
一

年
の
期
間
満
了
前
で
あ
っ
て
も
、
競
売
判
決
謄
記
前
に
、
法
定
抵
当

権
の
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い78

）。
妻
が
新
聞
な
ど
の
記
載
に
よ

り
競
売
の
開
始
を
知
り
、
競
売
判
決
謄
記
前
に
登
記
を
し
た
と
き
は
、

妻
に
対
し
て
順
位
配
当
へ
の
名
義
の
届
出
の
催
告
（
一
八
五
八
年
改

正
民
訴
法
七
五
三
条
）
が
さ
れ
る79

）。

競
売
判
決
謄
記
前
に
法
定
抵
当
権
の
登
記
が
さ
れ
な
か
っ
た
と
し

て
も
、
妻
は
、
競
売
「
代
価
に
対
す
る
訴
権
」

一
八
五
三
年
改
正

民
訴
法
七
一
七
条
七
項
前
段
）
を
有
す
る
。
す
な
わ
ち
、
妻
は
、
優

先
権
を
失
わ
な
い
（⇒

一
六
③80

））。
も
っ
と
も
、
優
先
権
を
行
使
す

る
た
め
に
は
、
妻
は
、

順
位
配
当
が
裁
判
上
の
も
の
で
あ
る
と
き

は
第
七
五
四
条81

）が
規
定
す
る
期
間
満
了
前
に
届
出
を
す
る
」
か
、

順
位
配
当
が
和
解
に
よ
る
と
き
は
…
そ
の
終
結
前
に
権
利
を
行
使

す
る
」
か
、
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
一
八
五
八
年
改
正
民
訴
法
七

一
七
条
七
項
後
段
）。
な
お
、
登
記
免
除
・
未
登
記
法
定
抵
当
権
者
に

対
し
て
は
名
義
届
出
の
催
告
を
す
る
必
要
は
な
い82

）の
で
、
妻
の
優
先

権
行
使
は
事
実
上
制
限
さ
れ
る83

）。

⑷

公
用
収
用

二
一

夫
の
不
動
産
が
公
用
収
用
の
対
象
と
な
っ
た
と
き
は
、
収

用
判
決
の
「
謄
記
か
ら
一
五
日
以
内
に
、
…
法
定
抵
当
権
は
登
記
さ

れ
」
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
一
八
四
一
年
法
一
七
条
一84

）項85
））。

謄
記
さ
れ
た
収
用
判
決
は
、
す
べ
て
の
抵
当
権
を
滌
除
す
る86

）。
し
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か
し
、
妻
が
一
五
日
の
期
間
内
に
登
記
を
し
た
と
き87

）は
、
妻
は
、
公

用
収
用
委
員
会
（ju

ry
 
d
’ex
p
ro
p
ria
tio
n

）
に
補
償
額
の
決
定
を

要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
一
八
四
一
年
法
一
七
条
三
項
但
書
）。

ま
た
、
公
用
収
用
委
員
会
に
よ
る
補
償
額
決
定
に
さ
い
し
て
、
妻
は
、

そ
れ
に
参
加
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
妻
は
、
補
償
金

に
対
し
て
優
先
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
期
間
内
に
登
記
が
さ
れ
な
か
っ
た
と
き
は
、
妻
は
、
公
用
収

用
委
員
会
に
対
す
る
補
償
額
決
定
請
求
権
を
失
う
が
、
補
償
金
に
対

す
る
優
先
権
を
失
わ
な
い
（⇒
一
六
③88

））。
た
だ
し
、
妻
は
、
補
償

金
の
支
払
が
終
了
す
る
か
、
そ
れ
に
対
す
る
順
位
配
当
が
終
了
す
る

前
に
、
優
先
権
を
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
一
八
四
一
年
法
一

七
条
二
項
但
書
）。

⑸

婚
姻
解
消
後
一
年
の
期
間
満
了
後
の
登
記
必
要
事
由
の
発
生

二
二

滌
除
、
強
制
的
所
有
権
移
転
及
び
公
用
収
用
が
、
婚
姻
解

消
か
ら
一
年
の
法
定
期
間
満
了
後
に
さ
れ
た
場
合
は
、
妻
は
、
他
の

抵
当
権
者
と
同
様
に
取
り
扱
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
滌
除
の
場
合

に
お
い
て
は
譲
渡
証
書
の
謄
記
前
に
、
強
制
的
所
有
権
移
転
の
場
合

は
競
売
判
決
の
謄
記
前
に
、
公
用
収
用
の
場
合
は
公
用
収
用
判
決
の

謄
記
か
ら
一
五
日
以
内
に
登
記
が
さ
れ
な
け
れ
ば
、
妻
は
、
優
先
権

及
び
追
求
権
を
失
う
。
優
先
権
の
喪
失
は
、
夫
の
他
の
抵
当
権
者
だ

け
で
な
く
、
一
般
債
権
者
も
、
そ
れ
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る89

）。

60
）

A
u
b
ry
 
et
 
R
a
u
,
t.
III,

269,
p
p
.
308

309,
tex

te;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
II,
n
°

1520.
p
p
.
652

653.

61
）

追
求
権
が
失
わ
れ
た
後
に
優
先
権
の
存
続
が
認
め
ら
れ
る
場
合

（⇒

一
九
｜
二
一
）
で
あ
っ
て
も
、
代
価
が
支
払
わ
れ
た
場
合
、
又

は
代
価
債
権
が
譲
渡
若
し
く
は
指
図
（d

eleg
a
tio
n

）
さ
れ
た
と
き

は
、
代
価
に
対
す
る
優
先
権
は
消
滅
す
る
（A

u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

283,
p
.
405,

tex
te et n

o
te 5;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e
 

L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2240,

p
.
467.

）。

62
）

二
ヶ
月
の
期
間
内
に
法
定
抵
当
権
の
登
記
が
さ
れ
た
と
き
は
、

妻
は
、
増
価
競
売
申
立
権
（la fa

cu
lte

d
e su

ren
ch
erir

）
を
有
す

る
（A

u
b
ry
 
et R

a
u
,
t.
III,

295,
p
.
543,

tex
te;

B
a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2579,

p
p
.

777
778.

）。
増
価
競
売
申
立
権
は
、
追
求
権
の
行
使
方
法
の
一
つ
で

あ
る
（A

u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
522,

tex
te;

B
a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2440,

p
.

664.

）
か
ら
、
二
ヶ
月
の
期
間
内
に
法
定
抵
当
権
の
登
記
を
し
な

か
っ
た
妻
は
、
追
求
権
の
喪
失
に
よ
り
増
価
競
売
申
立
権
を
失
う

（B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,h

ypoth
equ

es
,t.III,n

°

2228,
p
.
452.

）。

63
）

C
iv
.
8 m

a
i 1827,

J
.
G
.,
v
°P
riv.

et h
yp
.,
n
°
2204;

C
iv
.
11

資 料
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a
o
u
t 1829,

J
.
G
.,
v
°P
riv.

et h
yp
.,
n
°
2204,

S
.
1829.

1.
342;

C
iv
.
15 d

ec.
1829,

J
.
G
.,
v
°P
riv.

et h
yp
.,
n
°
1684

3°,
S
.
1830.

1.
62;

C
iv
.
18 ju

ill.
1831,

S
.
1831.

1.
301;

C
iv
.
1

a
o
u
t 1837,

S
.
1837.

1.
662;

C
iv
.
5 m

a
i 1840,

S
.
1840.

1.
523;

C
iv
.
6 ja

n
v
.

1841,
S
.
1841.

1.
336;

C
iv
.
3 fev

.
1847,

D
.
1847.1.79,S

.1847.

1.
212;

C
iv
.
11 m

a
rs 1851,

D
.
1851.

1.
55,

S
.
1851.

1.
320;

C
h
.

reu
n
.,
23 fev

.
1852,

D
.
1852.

1.
40,

S
.
1852.

1.
82;

R
eq
.
5 ju

in
 

1855,
D
.
1855.

1.
388,

S
.
1856.

1.
229;

R
eq
.
1

ju
in 1859,

D
.

1860.
1.
381,

S
.
1861.

1.
223;

C
iv
.
21 ju

ill.
1863,

D
.
1863.

1.

339,
S
.
1863.

1.
489.

こ
れ
に
対
し
て
、
オ
ー
ブ
リ
ー
‖
ロ
ー

（
第
一
版
）
は
、
追
求
権
は
消
滅
す
る
が
、
妻
は
代
価
に
対
す
る
優

先
権
を
失
わ
な
い
と
解
し
て
い
た
（A

u
b
ry et R

a
u
,
1

ed
.,
t.
II,

295,
p
.
252,

n
o
te 10.

C
f.
A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

269,
p
.310,

tex
te et n

o
te 27.

）。

64
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
283,

p
.
406,

tex
te et n

o
te 7 et

295,

p
.
542,

tex
te
 
et n

o
te
 
10;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie

 
et d

e
 

L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2560,

p
.
762.

65
）

一
八
五
八
年
改
正
民
訴
法
第
七
七
二
条
第
五
項

民
法
第
二

一
九
五
条
の
定
め
る
期
間
内
に
抵
当
権
の
登
記
を
し
な
か
っ
た
法
定

抵
当
権
者
は
、
代
価
に
対
し
て
優
先
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
民
法
第
二
一
九
五
条
の
定
め
る
期
間
満
了
か
ら
三
ヶ
月
以

内
に
順
位
配
当
が
開
始
さ
れ
、
か
つ
第
七
一
七
条
第
七
項
の
定
め
る

条
件
を
満
た
し
た
と
き
に
限
る
。」

66
）

代
価
分
配
の
た
め
の
順
位
配
当
が
開
始
さ
れ
な
か
っ
た
と
き
は
、

優
先
権
の
喪
失
を
避
け
る
た
め
に
、
妻
も
、
順
位
配
当
の
開
始
を
請

求
す
る
こ
と
が
で
き
る
（A

u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

283,
p
.
406,

tex
te;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.

III,
n
°2242,

p
.
469.

）。

67
）

一
八
五
八
年
改
正
民
訴
法
第
七
一
七
条
第
七
項

正
式
に
謄

記
さ
れ
た
競
売
判
決
（ju

g
em
en
t
 
d
’a
d
ju
d
ica
tio
n
 
d
u
m
en
t

 
tra
n
scrit

）
は
、
そ
の
種
類
を
問
わ
ず
（to

u
tes

）、
抵
当
権
を
滌

除
し
、
そ
れ
以
後
に
お
い
て
は
債
権
者
は
﹇
競
売
﹈
代
価
に
対
す
る

訴
権
の
み
を
有
す
る
。
法
定
抵
当
権
者
が
競
売
判
決
の
謄
記
前
に
法

定
抵
当
権
の
登
記
を
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
順
位
配
当
が
裁
判
上
の

も
の
で
あ
る
と
き
は
第
七
五
四
条
が
規
定
す
る
期
間
満
了
前
に
届
出

を
す
る
こ
と
、
順
位
配
当
が
和
解
に
よ
る
と
き
は
第
七
五
一
条
及
び

第
七
五
二
条
に
従
い
そ
の
終
結
前
に
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
り
、

﹇
競
売
﹈
代
価
に
対
し
て
優
先
権
を
行
使
す
る
。」

68
）

一
八
五
八
年
改
正
民
訴
法
第
七
五
四
条

前
条
の
催
告
〔
登

記
債
権
者
に
対
す
る
債
権
名
義
届
出
の
催
告
〕
か
ら
四
〇
日
以
内
に
、

す
べ
て
の
債
権
者
は
、
順
位
決
定
請
求
を
含
む
、
代
訴
士
署
名
の
届

出
証
書
と
と
も
に
、
自
己
の
名
義
（ses titres

）
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
裁
判
官
は
調
書
に
そ
の
届
出
を
記
載
す
る
。」

69
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

269,
p
.
309,

tex
te et n

o
te 25;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°

2373,
p
p
.
596

597.
70
）

競
売
に
よ
り
、
登
記
さ
れ
た
抵
当
権
は
当
然
に
滌
除
さ
れ
る
。

一
八
〇
六
年
民
訴
法
は
規
定
し
な
い
が
、
判
例
は
、
こ
れ
を
認
め
た
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（V
a
n
cin
t,
n
°272,

p
.
359.

）。
一
八
四
一
年
六
月
二
日
法
改
正
民
訴

法
（
以
下
「
一
八
四
一
年
改
正
民
訴
法
」
と
い
う
。）
は
、
草
案
中

に
存
在
し
た
、
滌
除
を
認
め
る
規
定
を
削
除
す
る
（G

a
rn
o
n
n
et,

t.

V
,
n
°458,

p
.
100.

）
が
、
こ
れ
も
従
前
の
手
続
を
否
定
す
る
趣
旨
で

は
な
い
（B

a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,

t.
III,

n
°2370,

p
.549.

）。
一
八
五
八
年
改
正
民
訴
法
（
七
一
七
条
七

項
）
は
、
こ
れ
を
明
文
を
も
っ
て
定
め
る
。

71
）

L
o
isel,

liv
.
V
I,
tit.

V
,
n
°15.

72
）

C
iv
.
27 n

o
v
.
1811,

S
.
1812.

1.
171;

C
iv
.
21 n

o
v
.
1821,

J
.

G
.,
v
°P
riv
.
et h

yp
.,
n
°2200,

S
.
1822.

1.
214;

C
iv
.
30 a

o
u
t

 
1825,

S
.
1826.

1.
65.-

A
u
b
ry et R

a
u
,
1

ed
.,
t.
II,

269,
p
p
.

150
151,

tex
te et n

o
te 7;

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

269,
p
.
309,

n
o
te 25.

73
）

オ
ブ
リ
ー
‖
ロ
ー
（
第
一
版
）
は
、
こ
れ
に
対
し
て
、
登
記
を

し
な
い
こ
と
に
よ
り
妻
が
失
う
の
は
追
求
権
に
限
ら
れ
、
優
先
権
は

失
わ
な
い
と
解
す
る
（A

u
b
ry et R

a
u
,
1

ed
.,
t.
II,

269,
p
p
.

151
152,

tex
te et n

o
te 8.

）。

74
）

C
h
.
reu

n
.,
22 ju

in 1833,
J
.
G
.,
v
°P
riv
.
et h

yp
.,
n
°2201,

S
.
1833.

1.
448;

C
iv
.
30 ju

ill.
1834,

S
.
1834.

1.
625;

R
eq
.
26

 
m
a
i 1836,

S
.
1836.

1.
775;

C
iv
.
18 d

ec.
1839,

S
.
1840.

1.
137;

C
iv
.
27 m

a
rs 1844,

S
.
1845.

1.
20.

75
）

一
八
四
一
年
改
正
民
訴
法
草
案
は
競
売
に
よ
る
登
記
免
除
・
未

登
記
法
定
抵
当
権
の
滌
除
を
認
め
る
規
定
を
設
け
た
が
、
議
会
は
、

こ
れ
を
削
除
し
て
、
判
例
の
立
場
を
追
認
す
る
（G

a
rn
o
n
n
et,

t.

V
,
n
°462,

p
p
.
108

109.

）。
オ
ブ
リ
ー
‖
ロ
ー
（
第
一
版
）
は
、
こ

の
判
例
の
立
場
に
批
判
的
で
あ
る
。
曰
く
、

強
制
的
所
有
権
移
転

が
、
そ
れ
自
体
に
よ
り
競
売
判
決
時
に
未
登
記
の
妻
の
法
定
抵
当
権

…
を
滌
除
し
な
い
と
す
れ
ば
、
競
落
人
は
、
二
一
九
三
条
・
二
一
九

四
条
が
規
定
す
る
﹇
登
記
免
除
・
未
登
記
法
定
抵
当
権
滌
除
の
﹈
手

続
を
し
な
け
れ
ば
法
定
抵
当
権
か
ら
解
放
さ
れ
な
い
。
と
こ
ろ
で
、

こ
れ
ら
の
条
文
を
見
る
と
、
こ
れ
が
任
意
譲
渡
に
基
づ
く
取
得
者
に

の
み
適
用
さ
れ
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
…
さ
ら
に
、
二
一
九
三

条
・
二
一
九
四
条
は
登
記
を
す
る
こ
と
に
利
益
の
あ
る
者
に
対
し
て

警
告
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
が
、
多
く
の
場
合
に
お
い
て
、
強
制

的
所
有
権
移
転
に
と
も
な
う
公
示
が
あ
れ
ば
、
こ
の
手
続
は
必
要
な

い
。
立
法
者
が
、
こ
の
手
続
を
任
意
譲
渡
に
基
づ
く
取
得
者
に
対
し

て
の
み
課
し
た
理
由
は
、
こ
れ
に
よ
り
説
明
さ
れ
る
」

A
u
b
ry
 
et

 
R
a
u
,
1

ed
.,
t.
II,

269,
p
.
151,

n
o
te 7.

）。

76
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
1

ed
.,
t.
II,

269,
p
.
151,

n
o
te 7.

77
）

一
九
註

67
）参
照
。

78
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

269,
p
.
309,

tex
te et n

o
te 25.

79
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.

III,
n
°2375,

p
.
598.

80
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

269,
p
.
310,

tex
te et n

o
te 27;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
II,
n
°

1520,
p
p
.
653

654,
t.
III,

n
°2228,

p
.
452 et t.

III,
n
°2375,

p
.

598.

81
）

一
九
註

68
）参
照
。
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82
）

P
la
n
io
l et R

ip
ert,

t.
X
III,

n
°1053,

p
p
.
360

361.

83
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.

III,
n
°2375,

p
.
598.

84
）

一
八
四
一
年
法
第
一
七
条

﹇
収
用
判
決
の
﹈
謄
記
か
ら
一
五

日
以
内
に
、
先
取
特
権
及
び
合
意
、
裁
判
上
又
は
法
定
抵
当
権
は
登

記
さ
れ
る
。

前
項
の
期
間
内
に
登
記
が
さ
れ
な
い
と
き
は
、
収
用
不
動
産
は
、

そ
の
性
質
を
問
わ
ず
、
す
べ
て
の
先
取
特
権
及
び
抵
当
権
か
ら
解
放

さ
れ
る
。
た
だ
し
、
補
償
金
に
対
す
る
妻
、
未
成
年
者
及
び
禁
治
産

者
の
権
利
に
つ
い
て
は
、
補
償
金
が
支
払
わ
れ
た
と
き
又
は
債
権
者

間
の
順
位
配
当
が
終
局
的
と
な
っ
た
と
き
で
な
い
限
り
、
そ
れ
を
害

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
、
登
記
債
権
者
は
、
増
価
競
売
申
立

権
を
有
さ
な
い
。
た
だ
し
、
登
記
債
権
者
は
、
補
償
金
が
第
四
節
に

従
い
決
定
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」

85
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

269,
p
.
309,

tex
te et n

o
te 26;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
II,
n
°

1520,
p
.
653.

86
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es,

t.

III,
n
°2367,

p
.
592.

87
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es,

t.

III,
n
°2367,

p
.
593.

88
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

269,
p
.
310,

tex
te et n

o
te 27;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°

2228,
p
.
452 et n

°2368,
p
.
593.

89
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

269,
p
p
.
310

311,
tex

te et n
o
tes

 
29 a

30;
B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,

t.
II,

n
°1520,

p
.
654.

４

登
記
促
進
措
置

⑴

立
法
理
由

二
三

一
八
〇
四
年
法
は
、
未
登
記
の
ま
ま
で
妻
は
法
定
抵
当
権

が
有
す
る
効
力
を
失
わ
な
い
こ
と
を
認
め
る
が
、
法
定
抵
当
権
が
未

登
記
の
ま
ま
で
あ
る
こ
と
を
積
極
的
に
是
認
す
る
も
の
で
は
な
い
。

実
際
、
一
八
〇
四
年
法
は
、
法
定
抵
当
権
の
登
記
を
促
進
す
る
措
置

を
講
じ
る
。
す
な
わ
ち
、
登
記
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
妻
に
代
わ

り
、
夫
（⇒

二
四
）
及
び
民
事
裁
判
所
付
政
府
委
員
（⇒

二
六
）
は

登
記
を
申
請
す
る
義
務
を
課
さ
れ
、
ま
た
親
族
（⇒

二
七
）
は
登
記

を
申
請
す
る
権
限
を
与
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
者
が
登
記
を
申
請
し

な
か
っ
た
と
き
は
、
一
定
の
者
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
責
任
が
課
せ

ら
れ
る
（⇒

二
九
｜
三
〇
）。

ト
レ
ヤ
ー
ル
は
、
立
法
理
由
開
示
に
お
い
て
、
登
記
促
進
措
置
を

講
じ
る
理
由
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
曰
く
、

妻
…
に
対
す
る
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登
記
欠
缺
の
主
張
を
認
め
な
い
規
定
に
加
え
、
わ
れ
わ
れ
は
、
法
律

が
命
じ
る
登
記
取
得
を
義
務
づ
け
る
た
め
に
、
夫
…
に
対
す
る
強
制

手
段
を
規
定
し
た
。
…
妻
の
弱
さ
を
保
護
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る

が
、
第
三
者
が
欺
か
れ
な
い
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
望
ま
し
く
、
か

つ
、
そ
れ
が
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。〔
改
行
〕
夫
…
が
命
じ
ら
れ
た

登
記
を
せ
ず
、
か
つ
…
婚
姻
を
理
由
と
し
て
財
産
に
課
せ
ら
れ
た
負

担
を
取
引
相
手
に
告
げ
な
か
っ
た
と
き
は
、
夫
…
は
詐
欺
的
担
保
提

供
者
と
し
て
追
行
さ
れ
る
。
妻
…
の
親
族
は
、
登
記
が
さ
れ
る
こ
と

に
つ
き
、
気
を
配
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
義
務
は
政
府
委
員

に
も
課
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
夫
…
の
不
動
産
を
目
的
と
す
る
負

担
の
状
態
が
抵
当
権
保
存
吏
の
帳
簿
に
公
示
さ
れ
る
こ
と
に
つ
き
、

ま
っ
た
く
手
抜
か
り
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
登
記
は
常
に
さ
れ
る

で
あ
ろ
う
し
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
う
期
待
す
る
こ
と
に
つ
き
、
し
か

る
べ
き
理
由
を
有
す
る90

）」。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
起
草
者
の
期

待
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
登
記
促
進
措
置
に
よ
り
法
定
抵
当
権
の
登
記

が
さ
れ
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た91

）。

⑵

夫

二
四

夫
…
は
、
自
己
の
財
産
を
目
的
と
す
る
抵
当
権
を
自
己

で
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
、
自
己
の
所
有
す
る
不

動
産
及
び
将
来
所
有
す
る
不
動
産
に
つ
き
遅
滞
な
く
保
存
所
に
登
記

を
申
請
し・
な・
け・
れ・
ば・
な・
ら・
な・
い・
」

二
一
三
六
条
一
項
）。
夫
の
登
記

申
請
義
務
は
、
期
間
制
限
に
服
さ
な
い92

）。

二
五

夫
婦
財
産
契
約
に
お
い
て
、
成
年
当
事
者
が
夫
の
一
つ

又
は
複
数
の
不
動
産
に
限
り
登
記
す
る
こ
と
を
合
意
し
た
と
き
は
、

登
記
の
た
め
に
指
定
（in

d
ica
tio
n

）
さ
れ
な
か
っ
た
不
動
産
の
法

定
抵
当
権
は
、
妻
の
嫁
資
並
び
に
取
戻
し
及
び
夫
婦
財
産
制
約
定
に

つ
き
消
滅
す
る
」

二
一
四
〇
条
本
文
）

⇒

「
法
定
抵
当
権
」
三
九

｜
四
四
）。
そ
し
て
、

第
二
一
四
〇
条
…
の
場
合
に
お
い
て
、
夫
…

は
、
指
定
さ
れ
た
不
動
産
に
つ
い
て
の
み
登
記
を
申
請
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」

第
二
一
四
二
条
）。
す
な
わ
ち
、
夫
は
、
夫
婦
財
産
契

約
時
に
不
動
産
甲
・
乙
・
丙
を
有
す
る
夫
が
甲
不
動
産
だ
け
を
法
定

抵
当
権
の
目
的
と
す
る
合
意
を
し
た
と
き
は
甲
不
動
産
の
指
示
の
記

載
を
し
て
、
又
は
甲
不
動
産
だ
け
を
法
定
抵
当
権
の
目
的
と
し
な
い

合
意
を
し
た
と
き
は
法
定
抵
当
権
の
目
的
か
ら
除
外
さ
れ
る
甲
不
動

産
を
指
示
し
つ
つ
包
括
的
な
記
載
を
も
っ
て
、
法
定
抵
当
権
を
登
記

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（⇒

三
四
・
「
法
定
抵
当
権
」
四
四
①93

））。

⑶

民
事
裁
判
所
付
政
府
委
員

二
六

夫
…
が
…
登
記
を
し
な
い
場
合
は
、
夫
…
の
住
所
又
は

財
産
所
在
地
の
民
事
裁
判
所
付
政
府
委
員
は
、
そ
の
申
請
を
し・
な・
け・

れ・
ば・
な・
ら・
な・
い・
」

二
一
三
八
条94

））。
一
八
〇
四
年
法
は
「
民
事
裁
判

（法政研究80-４- ）54 518
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所
付
政
府
委
員
」
に
登
記
申
請
義
務
を
課
す
が
、
登
記
申
請
義
務
者

は
政
体
に
応
じ
て
異
な
る
。
す
な
わ
ち
、
帝
政
期
に
は
「
帝
国
検
事

正
（p

ro
cu
reu

r
 
im
p
eria

l

）」、
王
制
期
に
は
「
国
王
検
事
正

（p
ro
cu
reu

r
 
d
u
 
R
o
i

）」、
共
和
制
期
に
は
「
共
和
国
検
事
正

（p
ro
cu
reu

r d
e la R

ep
u
b
liq
u
e

）」
が
、
こ
の
規
定
の
登
記
申
請

義
務
者
で
あ
る
（⇒
「
法
定
抵
当
権
」
四
六
⑤
）。

抵
当
権
保
存
吏
は
職
権
で
登
記
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い95

）。
し
か

し
、
抵
当
権
保
存
吏
が
し
た
登
記
は
無
効
で
は
な
く
、
第
三
者
が
登

記
の
抹
消
（ra

d
ia
tio
n

）
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ

る96
）。⑷

親
族

二
七

夫
又
は
妻
の
親
族
…
は
、
登
記
を
申
請
す
る
こ
と
が
で・

き・
る・
」

二
一
三
九
条
前
段
）。
未
成
年
者
の
法
定
抵
当
権
に
つ
い
て

は
、
親
族
が
い
な
い
と
き
は
、
未
成
年
者
の
友
人
が
登
記
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
（
二
一
三
九
条
前
段
）
が
、
妻
の
友
人
は
、
そ
れ
を
す

る
こ
と
が
で
き
な
い97

）。

夫
又
は
妻
の
親
族
で
な
い
者
が
、
こ
れ
ら
の
者
か
ら
委
任
さ
れ
る

こ
と
な
く
登
記
を
し
た
と
き
は
、
夫
を
は
じ
め
、
す
べ
て
の
利
害
関

係
人
は
、
そ
の
登
記
の
抹
消
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
、
場
合
に

よ
っ
て
は
登
記
申
請
者
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
も
で

き
る98

）。
⑸

妻

二
八

妻
は
、
登
記
を
申
請
す
る
こ
と
が
で・
き・
る・
（
二
一
三
九
条

後
段
）。
そ
の
さ
い
に
お
い
て
夫
の
許
可
は
必
要
と
さ
れ
な
い99

）。

⑹

登
記
申
請
を
し
な
か
っ
た
場
合
の
責
任

二
九

親
族
（⇒

二
七
）
は
、
登
記
申
請
義
務
を
負
わ
な
い
の
で
、

登
記
の
申
請
し
な
く
と
も
、
こ
れ
に
よ
り
何
ら
か
の
責
任
を
負
う
こ

と
は
な
い100

）。
民
事
裁
判
所
付
政
府
委
員
（⇒

二
六
）
は
登
記
申
請
義

務
者
で
あ
る
が
、
一
八
〇
四
年
法
は
、
こ
の
者
の
責
任
を
規
定
し
な

い101
）。

こ
れ
に
対
し
て
、
登
記
申
請
義
務
者
で
あ
る
夫
（⇒

二
四
）
は
、

登
記
申
請
不
履
行
に
対
し
て
責
任
を
負
わ
な
い
が
、

自
己
の
所
有

す
る
不
動
産
が
妻
…
の
法
定
抵
当
権
の
目
的
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を

明
示
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
不
動
産
に
先
取
特
権
又
は
抵
当
権
を
合

意
し
、
又
は
そ
れ
ら
を
取
得
す
る
が
ま
ま
に
さ
せ
た
場
合
は
、
…
詐

欺
的
担
保
提
供
者
と
み
な
さ
れ
、
民
事
拘
留
さ
れ
る
」

二
一
三
六

条
二
項
）

⇒

①
｜
⑥
）。

①

一
般
的
に
、
詐
欺
的
担
保
提
供
者
と
み
な
さ
れ
る
た
め
に
は
、

事
実
と
異
な
る
宣
言
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
二
〇
五
九
条
）
が
、

法
定
抵
当
権
に
つ
い
て
は
単
な
る
事
実
の
隠
蔽
（reticen

ce

）
で

（80-４- ）519 55
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足
り
る102

）。

②

法
定
抵
当
権
の
存
在
を
隠
蔽
し
つ
つ
、
夫
が
自
己
の
所
有
す

る
不
動
産
を
他
の
法
定
抵
当
権
又
は
裁
判
上
の
抵
当
権
の
目
的
と
し

た
と
し
て
も
、
夫
は
詐
欺
的
担
保
提
供
者
と
み
な
さ
れ
な
い103

）。

③

夫
が
詐
欺
的
担
保
提
供
者
と
み
な
さ
れ
る
の
は
、
法
定
抵
当

権
の
存
在
を
隠
蔽
し
つ
つ
、
夫
が
自
己
の
所
有
す
る
不
動
産
を
先
取

特
権
又
は
合
意
に
よ
る
抵
当
権
の
目
的
と
し
た
と
き
に
限
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
法
定
抵
当
権
の
存
在
を
隠
蔽
し
た
ま
ま
第
三
者
に
不

動
産
を
売
却
し
た
と
し
て
も
、
夫
は
、
二
一
三
六
条
二
項
に
よ
り
詐

欺
的
担
保
提
供
者
と
み
な
さ
れ
な
い104

）。
も
っ
と
も
、
法
定
抵
当
権
の

目
的
で
な
い
こ
と
を
宣
言
し
て
自
己
の
所
有
す
る
不
動
産
を
第
三
者

に
売
却
し
た
場
合
は
、
夫
は
、
二
〇
五
九
条
の
詐
欺
的
担
保
提
供
者

で
あ
る105

）。
こ
の
よ
う
に
、
一
八
〇
四
年
法
は
、
第
三
取
得
者
に
抵
当

権
者
並
の
保
護
を
与
え
な
い
が
、
そ
の
理
由
を
オ
ブ
リ
ー
‖
ロ
ー
は

次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、

夫
の
抵
当
権
者
は
…
自
ら

を
妻
の
法
定
抵
当
権
か
ら
護
る
た
め
の
術
を
持
た
な
い
」
が
、

夫

か
ら
の
財
産
取
得
者
は
、
二
一
九
三
条
・
二
一
九
四
条
〔
登
記
免

除
・
未
登
記
法
定
抵
当
権
滌
除
の
規
定
〕
の
手
続
を
す
る
こ
と
に
よ

り
、
自
己
の
利
益
を
完
全
に
守
る
こ
と
が
で
き
る
」
か
ら
で
あ
る106

）。

④

夫
は
、

自
己
の
所
有
す
る
不
動
産
が
妻
…
の
法
定
抵
当
権

の
目
的
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
明
示
す
」
れ
ば
免
責
さ
れ
る
が
、
自

分
の
資
格
（
自
分
が
誰
か
の
夫
で
あ
る
こ
と
）
を
宣
言
し
た
だ
け
で

免
責
さ
れ
る
こ
と
は
な
い107

）。
そ
の
理
由
に
つ
き
、
オ
ブ
リ
ー
‖
ロ
ー

曰
く
、

第
三
者
は
…
取
引
の
目
的
不
動
産
が
、
合
意
又
は
裁
判
上

の
縮
減
〔⇒

「
法
定
抵
当
権
」
三
八
｜
四
九
〕
の
効
果
に
よ
り
抵
当

権
の
目
的
で
は
な
い
と
の
推
測
の
下
で
、
…
夫
と
取
引
を
す
る
場
合

が
あ
る
か
ら
で
あ
る108

）」。

⑤

二
一
三
六
条
の
存
在
を
知
ら
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
夫
は

免
責
さ
れ
な
い109

）。
し
か
し
、
自
己
の
所
有
す
る
不
動
産
が
法
定
抵
当

権
の
目
的
で
な
い
と
信
じ
る
に
つ
き
正
当
な
理
由
を
有
す
る
と
き
は
、

夫
は
詐
欺
的
担
保
提
供
者
と
み
な
さ
れ
な
い110

）。

⑥

第
三
者
が
、
夫
の
不
動
産
が
法
定
抵
当
権
の
目
的
で
あ
る
こ

と
を
知
っ
て
い
た
と
き
は
、
第
三
者
は
、
夫
が
法
定
抵
当
権
の
存
在

を
隠
蔽
し
た
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
、
夫

は
詐
欺
的
担
保
提
供
者
と
み
な
さ
れ
な
い111

）。

三
〇

一
八
六
七
年
七
月
二
二
日
法
は
民
事
拘
留
制
度
を
廃
止
す

る
。
こ
れ
に
よ
り
二
一
三
六
条
二
項
は
事
実
上
の
空
文
と
化
す112

）。
も

ち
ろ
ん
、
法
定
抵
当
権
の
存
在
を
明
示
し
な
か
っ
た
た
め
に
第
三
者

が
損
害
を
被
っ
た
と
き
は
、
夫
は
第
三
者
に
対
し
て
損
害
賠
償
義
務

を
負
う
が
、
多
く
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
者
が
損
害
賠
償
請
求
を

す
る
時
点
で
夫
は
無
資
力
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
に
よ
り
第
三

者
が
救
済
さ
れ
る
こ
と
は
な
い113

）。

（法政研究80-４- ）56 520

資 料



90
）

F
en
et,

t.
X
V
,
p
.
457.

91
）

P
la
n
io
l et R

ip
ert,

t.
X
III,

n
°772,

p
.
4.

92
）

A
u
b
ry
 
et R

a
u
,
t.
III,

269,
p
.
312,

tex
te;

B
a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
II,

n
°1524,

p
.

657.

93
）

A
u
b
ry
 
et R

a
u
,
t.
III,

269,
p
.
317,

tex
te;

B
a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
II,

n
°1529,

p
p
.

661
662.

94
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

269,
p
.
312,

tex
te et n

o
te 31.

95
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

269,
p
.
313,

tex
te et n

o
te 33;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
II,
n
°

1528,
p
.
661.

96
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,h

ypoth
equ

es
,t.II,

n
°1528,

p
.
661.

97
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

269,
p
.
313,

n
o
te 32;

B
a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
II,

n
°1537,

p
.

672.

98
）

R
eq
.
29 ju

in 1870,
S
.
1871.

1.
29;

C
iv
.
4 a

o
u
t 1874,

D
.

1875.
1.
163,

S
.
1874.

1.
462.-

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

270,
p
p
.

321
322,

tex
te et n

o
te
 
18;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie

 
et d

e
 

L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
II,

n
°1538,

p
p
.
672

673.

99
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

275,
p
.
342,

tex
te et n

o
te 2;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
II,
n
°

1537,
p
.
672.

100
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

269,
p
.
313,

tex
te et n

o
te 34.

101
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

269,
p
.
313,

tex
te et n

o
te 34.

一
八
〇
六
年
九
月
一
五
日
の
通
達
（circu

la
ire

）
は
、
夫
以
外
の

登
記
申
請
義
務
者
が
登
記
を
申
請
す
る
こ
と
に
慎
重
で
あ
る
べ
き
で

あ
る
こ
と
を
求
め
る
（B

a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
II,n

°1527,p
p
.659

660.

）。
し
た
が
っ
て
、
夫
以

外
の
登
記
申
請
義
務
者
が
、
実
際
に
法
定
抵
当
権
の
登
記
を
申
請
す

る
こ
と
は
な
い
（B

a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie

 
et
 
d
e
 
L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
II,

n
°1527

I,
p
p
.
660

661.

）。
通
達
曰
く
、

検

察
官
（m

in
istere p

u
b
lic

）
は
職
権
で
抵
当
権
登
記
を
申
請
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
し
つ
つ
も
、
法
律
は
、
抵
当
権
登
記
を
取

得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
、
又
は
そ
の
権
限
を
有
す
る
者
が
、
登

記
を
懈
怠
し
た
と
き
、
又
は
そ
の
た
め
の
行
動
を
起
こ
さ
な
い
と
き

に
、
そ
れ
を
補
う
こ
と
の
み
を
目
的
と
す
る
。
…
し
た
が
っ
て
、
検

察
官
の
介
入
は
、
純
粋
に
補
助
的
な
も
の
で
あ
り
、
か
つ
当
事
者
の

勤
勉
さ
次
第
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
り
わ
け
重
要
な
こ
と
は
、
事

情
を
十
分
に
わ
き
ま
え
た
上
で
、
か
つ
、
登
記
を
す
べ
き
理・
由・
が・
あ・

る・
こ
と
を
確
認
し
た
後
に
限
り
、
検
察
官
は
介
入
を
す
べ
き
で
あ
る

〔
傍
点
は
原
文
イ
タ
リ
ッ
ク
〕」

L
o
cre,

t.
V
III,

p
.
290.

）。

102
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.

II,
n
°1530,

p
.
662.

103
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

269,
p
.
314,

tex
te et n

o
te 39;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
II,
n
°

1532,
p
.
664.
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104
）

A
u
b
ry
 
et R

a
u
,
t.
III,

269,
p
.
314,

tex
te;

B
a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
II,

n
°1531,

p
.

662.
105
）

C
iv
.
25 ju

in 1817,
J
.
G
.,
v
°C
on
train

te par corps,
n
°156,

S
.
1818.

1.
13;

R
eq
.
7 ja

n
v
.
1863,

D
.
63.

1.
242,

S
.
63.

1.
175.-

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

269,
p
p
.
314

315,
tex

te et n
o
te 40;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
II,
n
°

1531,
p
p
.
662

663.

106
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

269,
p
p
.
314

315,
n
o
te 40.

C
f.

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
II,
n
°

1531,
p
.
663.

107
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

269,
p
.
315 tex

te et n
o
te 41;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
II,
n
°

1533,
p
.
666.

108
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

269,
p
.
315,

n
o
te 41.

109
）

C
iv
.
20 n

o
v
.
1826,

J
.
G
.,
v
°
C
on
train

te par corps
,n
°170

1°,
S
.
1827.

1.
170.-

A
u
b
ry
 
et R

a
u
,
t.
III,

269,
p
.
315,

tex
te
 
et n

o
te
 
42;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie

 
et d

e
 
L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
II,

n
°1533,

p
.
666.

110
）

C
iv
.
21 fev

.
1827,

J
.
G
.,
v
°
F
aillite

,
n
°1093,

S
.
1827.

1.

336.-
A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

269,
p
.
315,

tex
te et n

o
te 43;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
II,
n
°

1533,
p
.
666.

111
）

C
iv
.
26 ju

in 1844,
J
.
G
.,
v
°C
on
train

te par corps,
n
°171

3°,
S
.
1845.

1.
77.-

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

269,
p
.
315,

tex
te

 
et n

o
te 44;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

e-

qu
es
,
t.
II,

n
°1534,

p
.
667.

112
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

269,
p
.
313,

n
o
te 35;

B
a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
II,

n
°1530,

p
.

662.

113
）

P
la
n
io
l et R

ip
ert,

t.
X
III,

n
°775,

p
.
8.

三

登
記
申
請
書
記
載
事
項

１

共
通
法

三
一

純
然
た
る
法
定
抵
当
権
」

二
一
五
三
条
柱
書
）
以・
外・
に

つ
い
て
は
、

登
記
を
す
る
に
あ
た
り
、
債
権
者
は
、
…
抵
当
権
の

原
因
と
な
る
判
決
又
は
証
書
の
原
本
又
は
公
署
謄
本
を
抵
当
権
保
存

吏
に
提
出
」

二
一
四
八
条
一
項
）
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の

さ
い
、

印
紙
貼
付
書
類
に
記
載
さ
れ
た
申
請
書
が
二
通
、
こ
れ
に

添
付
さ
れ
る
」

二
一
四
八
条
二
項
柱
書
前
段
）。
各
登
記
申
請
書
の

記
載
事
項
は
、
以
下
で
あ
る
（⇒

①
｜
⑤
）。
共
通
法
は
、
妻
の
法

定
抵
当
権
に
つ
い
て
は
適
用
さ
れ
な
い
（⇒

三
二
）
が
、
比
較
の
た

（法政研究80-４- ）58 522
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め
に
、
み
る
。

①

債
権
者
の
氏
名
、
住
所
、
有
職
者
で
あ
る
と
き
は
そ
の
職

業
、
及
び
保
存
所
の
あ
る
郡
内
で
の
選
定
住
所
」

二
一
四
八
条
二

項
一
号
）。

②

債
務
者
の
氏
名
、
住
所
、
知
ら
れ
た
る
職
を
有
す
る
と
き

は
そ
の
職
業
、
保
存
吏
が
抵
当
権
設
定
者
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き

る
個
別
的
で
特
別
な
指
示
」

二
一
四
八
条
二
項
二
号
）。

③

証
書
の
日
付
及
び
性
質
」

二
一
四
八
条
二
項
三
号
）。

④

証
書
に
記
載
さ
れ
た
債
権
の
元
本
額
、
元
本
の
従
た
る
も

の
の
額
及
び
弁
済
期
。
定
期
金
及
び
給
付
、
又
は
未
確
定
、
条
件
付

き
若
し
く
は
不
特
定
な
権
利
に
つ
い
て
は
、
そ
の
評
価
が
命
じ
ら
れ

る
す
べ
て
の
場
合
に
つ
き
、
登
記
申
請
者
が
評
価
し
た
債
権
の
元
本

額
」

二
一
四
八
条
二
項
四
号
）。

⑤

抵
当
権
の
保
存
を
す
べ
き
財
産
の
種
類
及
び
所
在
地
の
指

示
」

二
一
四
八
条
二
項
五
号
前
段
）。

２

妻
の
法
定
抵
当
権
の
特
則

⑴

妻
の
法
定
抵
当
権
登
記
申
請
に
お
け
る
記
載
事
項

三
二

夫
の
財
産
を
目
的
と
す
る
妻
の
純
然
た
る
法
定
抵
当
権
」

二
一
五
三
条
柱
書
）
に
つ
い
て
は
共
通
法
（⇒

三
一
）
の
適
用
は

な
く
、

次
の
事
項
を
記
載
し
た
二
通
の
申
請
書
の
提
出
に
基
づ
い

て
、
登
記
さ
れ
る
」

二
一
五
三
条
柱
書
）

⇒

①
｜
③114

））。
し
た

が
っ
て
、
登
記
申
請
に
さ
い
し
て
は
、
通
常
必
要
と
さ
れ
る
「
抵
当

権
の
原
因
と
な
る
判
決
又
は
証
書
の
原
本
又
は
公
署
謄
本
」

二
一

四
八
条
一
項
）

⇒

三
一
）
を
提
出
す
る
必
要
は
な
い115

）。

①

債
権
者
の
氏
名
、
職
業
及
び
現
住
所
並
び
に
郡
内
の
選
定

住
所
」

二
一
五
三
条
一
号
）。

②

債
務
者
の
氏
名
、
職
業
、
住
所
又
は
正
確
な
指
示
」

二
一

五
三
条
二
号
）。

③

保
存
す
べ
き
権
利
の
性
質
及
び
特
定
し
て
い
る
場
合
は
そ

の
価
値
の
額
」

二
一
五
三
条
三
号
）。

⑵

目
的
物

三
三

純
然
た
る
法
定
抵
当
権
」

二
一
五
三
条
柱
書
）
以
外
に

つ
い
て
は
、
登
記
申
請
書
に
「
抵
当
権
の
保
存
を
す
べ
き
財
産
の
種

類
及
び
所
在
地
の
指
示
」

二
一
四
八
条
二
項
五
号
前
段
）
を
記
載

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（⇒

三
一
⑤
）。
し
か
し
、

法
定
抵
当
権
」

二
一
四
八
条
二
項
五
号
中
段
）
の
登
記
申
請
書
に
は
、
こ
の
記
載

は
必
要
と
さ
れ
な
い
。
登
記
申
請
書
に
は
、
法
定
抵
当
権
は
夫
の
現

在
及
び
将
来
の
不
動
産
の
全
体
を
目
的
と
す
る
、
又
は
夫
の
財
産
の

す
べ
て
を
目
的
と
す
る
と
い
う
よ
う
な
、
包
括
的
な
記
載
が
さ
れ
て
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い
れ
ば
、
そ
れ
で
足
り
る116

）。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
記
載
だ
け
で
、

夫
が
登
記
時
に
所
有
す
る
不
動
産
及
び
夫
が
登
記
後
に
取
得
す
る
不

動
産
の
す
べ
て
に
つ
き
、
法
定
抵
当
権
の
登
記
が
さ
れ
た
こ
と
に
な

る
。
し
た
が
っ
て
、
夫
が
登
記
後
に
不
動
産
を
取
得
し
た
と
し
て
も
、

妻
は
、
そ
の
た
び
に
新
た
な
登
記
を
申
請
す
る
必
要
は
な
い117

）。

も
っ
と
も
、
法
定
「
抵
当
権
に
つ
い
て
は
、
合
意
の
な
い
限
り
、

一
つ
の
登
記
が
保
存
所
の
あ
る
郡
内
に
所
在
す
る
す
べ
て
の
不
動
産

を
目
的
と
す
る
」

二
一
四
八
条
二
項
五
号
後
段
）
に
過
ぎ
ず
、
し

た
が
っ
て
、
登
記
の
効
果
は
抵
当
権
保
存
所
の
管
轄
内
に
限
定
さ
れ

る118
）。三

四

将
来
の
夫
婦
又
は
夫
婦
が
、
目
的
物
の
「
制
限
」

二
一

四
〇
条
・
二
一
四
二
条
）

⇒

「
法
定
抵
当
権
」
三
九
｜
四
四
）
又
は

「
縮
減
」

二
一
四
四
条
・
二
一
四
五
条
）

⇒

「
法
定
抵
当
権
」
四
五

｜
四
九
）
に
よ
り
、
特
定
の
不
動
産
の
み
を
法
定
抵
当
権
の
目
的
と

し
た
と
き
は
、
共
通
法
（⇒

三
一
）
に
従
い
、

抵
当
権
の
保
存
を

す
べ
き
財
産
の
種
類
及
び
所
在
地
の
指
示
」

二
一
四
八
条
二
項
五

号
前
段
）
が
登
記
申
請
書
に
記
載
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い119

）。
こ
れ

に
対
し
て
「
制
限
」
又
は
「
縮
減
」
に
よ
り
特
定
の
不
動
産
の
み
を

法
定
抵
当
権
の
目
的
か
ら
除
外
し
た
と
き
は
、
登
記
申
請
書
の
目
的

物
の
記
載
は
、
包
括
的
な
記
載
（⇒

三
三
）
で
足
り
る
。
た
だ
し
、

法
定
抵
当
権
の
目
的
か
ら
除
外
さ
れ
る
不
動
産
の
指
示
の
記
載
が
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（⇒

二
五
・
「
法
定
抵
当
権
」
四
四
①120

））。

⑶

被
担
保
債
権

三
五

純
然
た
る
法
定
抵
当
権
」

二
一
五
三
条
柱
書
）
以
外
に

つ
い
て
は
、
登
記
申
請
書
に
、
被
担
保
債
権
額
が
確
定
し
て
い
る
と

き
は
「
証
書
に
記
載
さ
れ
た
債
権
の
元
本
額
」
を
、

定
期
金
及
び

給
付
、
又
は
未
確
定
、
条
件
付
き
若
し
く
は
不
特
定
な
権
利
に
つ
い

て
は
、
そ
の
評
価
が
命
じ
ら
れ
る
す
べ
て
の
場
合
に
つ
き
、
登
記
申

請
者
が
評
価
し
た
債
権
の
元
本
額
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
記
載
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
（
二
一
四
八
条
二
項
四
号
）

⇒

三
一
④
）。
し
か
し
、

夫
の
財
産
を
目
的
と
す
る
妻
の
純
然
た
る
法
定
抵
当
権
」

二
一
五

三
条
柱
書
）
に
つ
い
て
は
、

特
定
し
て
い
る
場
合
は
そ
の
価
値
の

額
」
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（⇒

三
二
③
）
が
、

そ
れ
が

条
件
付
き
、
未
確
定
又
は
特
定
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
、
そ
れ
を
確

定
す
る
必
要
は
な
い
」

二
一
五
三
条
三
号
）。
す
な
わ
ち
、

登
記

申
請
者
が
評
価
し
た
債
権
の
元
本
額
」

二
一
四
八
条
二
項
四
号
）

の
記
載
は
不
要
で
あ
る
。

三
六

純
然
た
る
法
定
抵
当
権
」

二
一
五
三
条
柱
書
）
以
外
に

つ
い
て
は
、
登
記
申
請
書
に
「
証
書
の
日
付
及
び
性
質
」

二
一
四

八
条
二
項
三
号
）
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（⇒

三
一
③
）
が
、

純
然
た
る
法
定
抵
当
権
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
必
要
は
な
い
。
な
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ぜ
な
ら
、

抵
当
権
の
発
生
名
義
（titre g

en
era

teu
r

）
は
、
法
律

の
中
に
あ
る
か
ら
で
あ
る121

）」。
確
か
に
、
第
三
者
は
、
法
定
抵
当
権

の
順
位
取
得
日
を
決
定
す
る
名
義
の
日
付
の
情
報
を
知
る
こ
と
に
重

大
な
利
益
を
有
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
情
報
提
供
は
、
す
べ
て
免
除
さ

れ
る
。
そ
の
理
由
を
ボ
ー
ド
リ
ー
・
ラ
カ
ン
チ
ヌ
リ
‖
ド
・
ロ
ワ
ヌ

は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
曰
く
、

立
法
者
は
、
第
三
者
は
婚
姻

挙
式
日
を
容
易
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る122

）」。

し
か
し
、
登
記
申
請
書
に
「
保
存
す
べ
き
権
利
の
性
質
」

二
一

五
三
条
三
号
）
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（⇒

三
二
③
）。
具

体
的
に
は
、
債
権
者
の
資
格
（
妻
で
あ
る
こ
と
）
を
記
載
し
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
か
つ
、
そ
れ
で
足
り
る123

）。

被
担
保
債
権
の
「
弁
済
期
」

二
一
四
八
条
二
項
四
号
）

⇒

三
一

④
）
を
記
載
す
る
必
要
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
妻
は
婚
姻
解
消
の
時

期
を
事
前
に
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る124

）。

三
七

特
定
し
て
い
る
場
合
は
そ
の
価
値
の
額
」

二
一
五
三
条

三
号
）
が
登
記
申
請
書
に
記
載
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
（⇒

三
二
③125

））、

こ
れ
を
欠
く
登
記
は
無
効
で
あ
る126

）。
し
た
が
っ
て
、
婚
姻
解
消
又
は

裁
判
に
よ
る
別
産
制
後
に
さ
れ
る
清
算
に
よ
り
債
権
額
が
確
定
す
る

前
で
あ
れ
ば
、
登
記
申
請
書
に
債
権
額
を
記
載
す
る
必
要
は
な
い
が
、

清
算
に
よ
る
債
権
額
の
確
定
後
に
お
い
て
は
、
登
記
申
請
書
へ
の
債

権
額
の
記
載
が
必
要
と
さ
れ
、
そ
の
記
載
が
な
け
れ
ば
登
記
は
無
効

と
さ
れ
る127

）。
問
題
は
、
清
算
以
前
の
妻
が
債
権
額
の
確
定
し
た
債
権128

）

と
未
確
定
の
債
権
の
双
方
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
、
登
記
申
請
書

に
債
権
額
の
確
定
し
た
債
権
の
額
が
記
載
さ
れ
ね
ば
、
登
記
は
無
効

と
な
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
見
解
が

分
か
れ
る
（⇒

①
｜
②129

））。

①

オ
ブ
リ
ー
‖
ロ
ー
は
、
清
算
以
前
の
登
記
に
お
い
て
は
、
妻

の
有
す
る
債
権
に
債
権
額
の
確
定
し
た
債
権
が
含
ま
れ
る
と
き
で

あ
っ
て
も
、
そ
の
債
権
額
を
記
載
す
る
必
要
は
な
い
と
解
す
る130

）。
し

た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
の
債
権
額
の
記
載
の
な
い
登
記
は
有
効
で
あ

る
。
そ
の
理
由
は
明
か
で
な
い
が
、
オ
ブ
リ
ー
‖
ロ
ー
が
脚
註
で
参

照
す
る
ポ
ン
（P

a
u
l P

O
N
T
,
1808

1888

）
は
、
そ
の
根
拠
と
し

て
、
起
草
者
の
言
説
を
引
用
す
る131

）。
共
和
暦
一
二
年
プ
リ
ュ
ビ
オ
ー

ズ
一
二
日
（
一
八
〇
四
年
二
月
二
日
）、
ト
ロ
ン
シ
ェ
（F

ra
n
ço
is

 
D
en
is T

R
O
N
C
H
E
T
,
1726

1806

）
曰
く
、
法
定
抵
当
権
は
、

夫
が
浪
費
者
（d

issip
a
teu

r

）
で
あ
る
と
き
に
、
こ
の
よ
う
な
夫

に
対
抗
す
る
た
め
に
、
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
そ
う
い
う
夫
は
、
自
分

の
財
産
に
つ
き
生
じ
た
変
化
を
妻
に
気
づ
か
れ
な
い
よ
う
に
心
が
け

る
も
の
で
あ
る
。
妻
が
何
ら
か
の
方
法
で
夫
の
財
産
上
の
変
化
に
気

づ
い
た
と
し
て
も
、
妻
が
、
そ
の
利
益
に
浴
す
る
こ
と
は
極
め
て
難

し
い
。
と
い
う
の
も
、
妻
は
、
名
義
と
な
る
夫
婦
財
産
契
約
書
も
、

登
記
費
用
も
、
持
ち
合
わ
せ
て
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
…
し
か
し
、
（80-４- ）525 61
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あ
り
得
な
い
こ
と
と
は
思
わ
れ
る
が
、
登
記
が
さ
れ
た
と
し
よ
う
。

﹇
そ
の
場
合
に
、﹈
ど
の
よ
う
に
し
て
登
記
を
特
定
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

﹇
と
い
う
の
も
、﹈
妻・
の・
取・
り・
戻・
し・
は・
特・
定・
さ・
れ・
て・
い・
な・
い・
か・
ら・
で・
あ・

る・
〔
傍
点
は
、
引
用
に
あ
た
り
ポ
ン
が
原
文
を
イ
タ
リ
ッ
ク
に
し
た

部
分132

）〕」。
同
日
、
ビ
ゴ
・
プ
レ
ア
ム
ヌ
ウ
（F

elix
 
Ju
lien

 
Jea

n
 

B
IG
O
T
-
P
R
É
A
M
E
N
E
U
,
1747

1825

）
曰
く
、

被・
担・
保・
債・
権・

額・
を・
決・
定・
す・
る・
た・
め・
に・
、・
訴・
訟・
が・
必・
要・
と・
な・
る・
〔
傍
点
は
、
引
用
に

あ
た
り
ポ
ン
が
原
文
を
イ
タ
リ
ッ
ク
に
し
た
部
分133

）〕」。
共
和
暦
一
二

年
プ
リ
ュ
ビ
オ
ー
ズ
一
九
日
（
一
八
〇
四
年
二
月
九
日
）、
ビ
ゴ
・
プ

レ
ア
ム
ヌ
ウ
曰
く
、

ど
の
よ
う
な
方
法
を
考
え
つ
こ
う
と
も
、
そ

れ
に
よ
り
確
実
な
こ
と
は
何
も
な
い
。
む
し
ろ
、
法
定
抵
当
権
が
本・

質・
的・
に・
不・
特・
定・
的・
で・
あ・
り・
、・
こ・
の・
性・
質・
が・
取・
り・
除・
か・
れ・
た・
と・
き・
は・
、・

法・
定・
抵・
当・
権・
は・
無・
用・
な・
も・
の・
と・
な・
っ・
て・
し・
ま・
う・
こ
と
を
認
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
〔
傍
点
は
、
引
用
に
あ
た
り
ポ
ン
が
原
文
を

イ
タ
リ
ッ
ク
に
し
た
部
分134

）〕」。
さ
ら
に
、
同
日
、
ク
ル
テ
（E

m
-

m
a
n
u
el C

R
E
T
E
T
,
1747

1809

）
曰
く
、

妻
の
取
戻
し
の
額
が

登
記
さ
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
公
衆
は
、
常
に
、
そ
れ
に
よ
り
夫

の
…
財
産
が
責
任
を
負
っ
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
不・

特・
定・
的・
抵・
当・
権・
の・
登・
記・
に・
、・
こ・
れ・
以・
外・
の・
効・
果・
は・
期・
待・
さ・
れ・
て・
い・
な・

い・
〔
傍
点
は
、
引
用
に
あ
た
り
ポ
ン
が
原
文
を
イ
タ
リ
ッ
ク
に
し
た

部
分135

）〕」。
つ
ま
り
、
ポ
ン
は
、
清
算
以
前
に
妻
が
有
す
る
債
権
は
、

た
と
え
債
権
額
が
確
定
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
も
、
実
際
に
は
未

確
定
で
あ
る
と
考
え
る
わ
け
で
あ
る136

）。

②

判
例
は
、
妻
の
有
す
る
債
権
に
債
権
額
の
確
定
し
た
債
権
が

含
ま
れ
る
と
き
は
、
そ
の
額
が
記
載
さ
れ
ね
ば
登
記
は
無
効
と
な
る

と
解
す
る137

）。
ま
た
、
判
例
に
よ
れ
ば
、
登
記
に
記
載
さ
れ
た
債
権
額

が
実
際
の
債
権
額
を
下
回
る
と
き
は
、
法
定
抵
当
権
は
記
載
額
を
限

度
と
し
て
の
み
第
三
者
対
抗
力
を
有
す
る138

）。

ボ
ー
ド
リ
ー
・
ラ
カ
ン
チ
ヌ
リ
‖
ド
・
ロ
ワ
ヌ
は
、
判
例
の
立
場

を
支
持
す
る139

）。
曰
く
、

妻
は
、
夫
に
対
し
て
、
婚
姻
中
に
被
担
保

債
権
額
が
知
ら
れ
て
い
る
債
権
を
有
す
る
場
合
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、

こ

の

よ

う

な

債

権
﹇
の

存

否
﹈
は
、
そ

の

後

の

事

情

（ev
en
tu
a
lites

）
の
影
響
を
受
け
る
。
…
こ
の
よ
う
に
不
確
実
な

も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
は
、
こ
の
債
権
が
特
定
の
対

象
と
な
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。﹇
確
か
に
、﹈
債
権
が
未

確
定
の
と
き
は
、
申
請
者
に
不
特
定
債
権
の
評
価
を
課
す
べ
き
で
は

な
い
。
し
か
し
、﹇
被
担
保
債
権
額
が
知
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、﹈
そ

の
額
の
記
載
を
要
求
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
法
律
の
精
神
に
与
す
る
こ

と
で
あ
り
、
か
つ
条
文
に
従
う
こ
と
で
も
あ
る140

）」。
ま
た
、
ポ
ン
が

引
用
す
る
起
草
者
の
言
説
は
、
法
定
抵
当
権
の
順
位
取
得
日
の
単
一

日
付
が
否
定
さ
れ
る
日
（
共
和
暦
一
二
年
ヴ
ァ
ン
ト
ー
ズ
一
三
日
、

一
八
〇
四
年
三
月
四
日141

））
以
前
の
も
の
な
の
で
、
法
定
抵
当
権
の
順

（法政研究80-４- ）62 526
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位
取
得
日
が
単
一
日
付
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
が
、
こ
の
前
提

が
否
定
さ
れ
る
（⇒

「
法
定
抵
当
権
」
五
九
）
以
上
、
こ
の
問
題
を

解
決
す
る
手
掛
か
り
と
は
な
ら
な
い142

）。
と
い
う
の
も
、
法
定
抵
当
権

の
順
位
取
得
日
が
単
一
日
付
で
あ
れ
ば
、
妻
が
夫
に
対
し
て
有
す
る

複
数
の
債
権
が
一
つ
の
法
定
抵
当
権
に
よ
り
担
保
さ
れ
る
と
考
え
る

こ
と
が
で
き
、
し
た
が
っ
て
、
妻
の
有
す
る
債
権
の
額
が
一
つ
で
も

未
確
定
で
あ
れ
ば
、
被
担
保
債
権
全
体
の
額
が
未
確
定
と
理
解
す
る

こ
と
も
で
き
る
が
、
法
定
抵
当
権
の
順
位
取
得
日
の
単
一
日
付
が
否

定
さ
れ
た
以
上
、
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で

あ
る
。

114
）

こ
の
こ
と
は
、
登
記
免
除
終
了
事
由
発
生
以
前
に
さ
れ
る
登
記

だ
け
で
な
く
、
登
記
免
除
終
了
事
由
発
生
以
後
に
さ
れ
る
登
記
（⇒

一
六

①
）
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
（B

a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie

 
et

 
d
e L

o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
II,
n
°1516,

p
.
649,

n
°1679,

p
.
817

 
et n

°1685,
p
.
826.

）。

115
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

275,
p
.
342,

tex
te et n

o
te 2;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
II,
n
°

1679
I,
p
.
817.

名
義
は
、

法
律
そ
の
も
の
の
中
に
あ
り
、
か
つ
、

周
知
と
み
な
さ
れ
る
事
実
に
結
び
つ
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

275,
p
.
342,

n
o
te 2.

）。

116
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

273,
p
.
336,

tex
te et n

o
te 1;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
II,
n
°

1666,
p
.
806 et n

°1688,
p
.
828.

目
的
物
を
限
定
す
る
た
め
の
手
続
（
二
一
四
〇
条
・
二
一
四
二
条
・

二
一
四
四
条
・
二
一
四
五
条
）

⇒

「
法
定
抵
当
権
」
三
八
｜
四
九
）

を
経
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
定
抵
当
権
の
登
記
申
請
に
お

い
て
特
定
の
不
動
産
の
み
が
法
定
抵
当
権
の
目
的
と
な
る
又
は
特
定

の
不
動
産
が
法
定
抵
当
権
の
目
的
か
ら
除
外
さ
れ
る
旨
の
記
載
が
さ

れ
た
と
し
て
も
、
法
定
抵
当
権
の
登
記
が
免
除
さ
れ
る
期
間
に
お
い

て
は
、
こ
れ
に
よ
り
法
定
抵
当
権
の
目
的
物
が
限
定
さ
れ
る
こ
と
は

な
い
（B

a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.

II,
n
°1666,

p
.
806 et n

°1688,
p
p
.
828

829.

）。
し
か
し
、
婚
姻
解

消
か
ら
一
年
以
内
に
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
（
一
八
五

五
年
法
八
条
）

⇒

九
｜
一
六
）、
又
は
婚
姻
中
に
登
記
必
要
事
由

（⇒

一
七
｜
二
二
）
が
生
じ
た
と
き
に
つ
い
て
は
、
登
記
に
お
い
て

指
示
の
記
載
の
さ
れ
た
不
動
産
以
外
に
つ
い
て
は
、
登
記
欠
缺
の
効

果
（⇒

一
六
・
一
八
｜
二
一
）
が
生
じ
る
（B

a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
er-

ie et d
e L

o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
II,
n
°1666,

p
.
806 et n

°1688

I,
p
.
829.

）。

117
）

C
iv
.
3 a

o
u
t 1819,

J
.
G
.,
v
°P
riv
.
et h

yp
.,
n
°1388,

S
.

1819.
1.
359.-

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

273,
p
p
.
336

337,
tex

te
 

et n
o
te 2;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

e-

qu
es
,
t.
II,

n
°1666,

p
.
807.

118
）

A
u
b
ry
 
et R

a
u
,
t.
III,

273,
p
.
336,

tex
te;

B
a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
II,

n
°1666,

p
.
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807.

119
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,h

ypoth
equ

es
,t.II,

n
°1666

I,
p
.
807.

二
一
四
八
条
二
項
五
号
後
段
の
「
合
意
の
な
い

限
り
」
と
い
う
文
言
は
、
こ
の
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
（A

u
b
ry et

 
R
a
u
,
t.
III,

273,
p
.
337,

n
o
te 3.

）。

120
）

A
u
b
ry
 
et R

a
u
,
t.
III,

269,
p
.
317,

tex
te;

B
a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
II,

n
°1529,

p
p
.

661
662.

121
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,h

ypoth
equ

es
,t.II,

n
°1647,

p
.
786.

122
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,h

ypoth
equ

es
,t.II,

n
°1679

I,
p
.
818.

ト
レ
ヤ
ー
ル
草
案
は
、
法
定
抵
当
権
の
順
位
取

得
日
を
婚
姻
挙
式
日
と
規
定
す
る
（⇒
「
法
定
抵
当
権
」
五
九
）。

し
た
が
っ
て
、
第
三
者
は
婚
姻
挙
式
日
を
知
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

法
定
抵
当
権
の
順
位
取
得
日
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
一

八
〇
四
年
法
は
、
法
定
抵
当
権
の
順
位
取
得
日
を
単
一
日
付
に
固
定

し
な
い
（⇒

「
法
定
抵
当
権
」
六
二
｜
七
六
）
の
で
、
婚
姻
挙
式
日

を
知
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
第
三
者
は
、
そ
れ
に
よ
り
法
定

抵
当
権
の
順
位
取
得
日
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

本
当
で
あ
れ
ば
、
二
一
三
五
条
の
修
正
に
と
も
な
い
、
二
一
五
三
条

も
修
正
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

そ
う
す
る
こ
と
が
忘

れ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
」

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
II,
n
°1679,

p
.
818.

）。
し
た
が
っ
て
、
本
文
中
で

引
用
し
た
ボ
ー
ド
リ
ー
・
ラ
カ
ン
チ
ヌ
リ
‖
ド
・
ロ
ワ
ヌ
の
起
草
趣
旨

説
明
は
、
厳
密
に
は
、
一
八
〇
四
年
法
の
規
定
の
説
明
と
し
て
は
妥

当
で
は
な
い
。

123
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,h

ypoth
equ

es
,t.II,

n
°1647,

p
.
786.

124
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,h

ypoth
equ

es
,t.II,

n
°1680,

p
.
818.

125
）

R
eq
.
13 n

o
v
.
1889,

D
.
1891.

1.
483.-

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.

III,
276,

p
.
345,

tex
te et n

o
te 11;B

a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et

 
d
e L

o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
II,

n
°1683,

p
.
820.

126
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,h

ypoth
equ

es
,t.II,

n
°1684,

p
.
821.

127
）

A
u
b
ry
 
et
 
R
a
u
,
t.
III,

276,
p
p
.
345

346,
tex

te;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
II,
n
°

1684,
p
.
821.

128
）

二
一
三
五
条
二
号
が
規
定
す
る
「
嫁
資
」
の
返
還
請
求
権
（⇒

「
法
定
抵
当
権
」
二
一
｜
二
二
）、
二
一
三
五
条
二
号
ロ
が
規
定
す
る

「
婚
姻
中
の
相
続
又
は
贈
与
か
ら
生
じ
た
嫁
資
金
銭
」
の
返
還
請
求

権
（⇒

「
法
定
抵
当
権
」
二
六
）、
二
一
三
五
条
二
号
ハ
が
規
定
す

る
「
譲
渡
さ
れ
た
固
有
財
産
の
買
換
え
」
か
ら
生
じ
た
債
権
（⇒

「
法
定
抵
当
権
」
二
九
）
な
ど
が
、
こ
れ
に
あ
た
る
（B

a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
II,

n
°1684,

p
p
.

821
822.

）。

129
）

一
八
五
五
年
法
以
前
に
お
い
て
は
登
記
が
無
効
と
な
っ
て
も
妻

の
利
益
が
害
さ
る
こ
と
は
な
い
が
、
一
八
五
五
年
法
以
降
は
事
情
が
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異
な
る
。
と
い
う
の
も
、
一
八
五
五
年
法
に
お
い
て
は
、
婚
姻
中
又

は
婚
姻
解
消
後
一
年
以
内
に
し
た
登
記
が
無
効
と
な
る
と
、
妻
は
、

法
定
抵
当
権
を
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
か
ら
で

あ
る
（P

la
n
io
l et R

ip
ert,

t.
X
III,

n
°794,

p
.
29.

）。

130
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

276,
p
.
346,

tex
te et n

o
te 12.

131
）

P
o
n
t,
h
ypoth

equ
es
,
t.
II,
n
°997,

p
p
.360

361.

本
文
中
の

引
用
は
、F

en
et

か
ら
直
接
に
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ポ
ン
が

引
用
す
る
部
分
と
、
本
文
中
で
の
引
用
部
分
は
、
若
干
異
な
る
。

132
）

F
en
et,

t.
X
V
,
p
.
292.

133
）

F
en
et,

t.
X
V
,
p
.
277.

134
）

F
en
et,

t.
X
V
,
p
.
316.

135
）

F
en
et,

t.
X
V
,
p
p
.
323

333.

136
）

C
f.
B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,

t.
II,

n
°1684,

p
.
822.

137
）

R
eq
.
27 ju

in 1899,
D
.
1900.

1.
194,

S
.
1900.

1.
229.

138
）

R
eq
.
20 m

a
rs 1872,

D
.
1872.

1.
401,

S
.
1872.

1.
164;

C
iv
.

25 a
v
ril 1882,

D
.
1882.

1.
371,

S
.
1882.

1.
441.

139
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,h

ypoth
equ

es
,t.II,

n
°1685,

p
p
.
824

826 et n
°1687,

p
.
828.

140
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,h

ypoth
equ

es
,t.II,

n
°1685,

p
p
.
824

825.

141
）

国
務
院
は
、
共
和
暦
一
二
年
ヴ
ァ
ン
ト
ー
ズ
一
三
日
（
一
八
〇

四
年
三
月
四
日
）
の
護
民
院
立
法
部
の
指
摘
（C

f.
F
en
et,

t.
X
V
,

p
.
414.

）
に
し
た
が
い
、
法
定
抵
当
権
の
順
位
取
得
日
の
単
一
日
付

を
否
定
す
る
（
香
山
「
基
本
的
性
格
⑷
」
一
九
五
頁
）。

142
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,h

ypoth
equ

es
,t.II,

n
°1685,

p
.
824.

四

む
す
び
に
か
え
て

１

評
価

三
八

本
稿
は
、
前
稿
と
同
様
に
、
む
す
び
に
か
え
て
、
一
九
世

紀
末
期
の
妻
の
法
定
抵
当
権
の
登
記
に
対
す
る
、
当
時
の
一
般
的
評

価
を
み
る
。
そ
の
た
め
の
素
材
と
し
て
、
前
稿
と
同
様
に
、
一
八
九

六
年
一
〇
月
二
七
日
に
当
時
の
司
法
大
臣
（M

in
istre d

e la Ju
s-

tice

）
ダ
ル
ラ
ン
（Jea

n
-
B
a
p
tiste D

A
R
L
A
N
,
1848

1912

）

が
元
老
院
（S

en
a
t

）
に
提
出
し
た
抵
当
改
革
法
案
（
以
下
「
ダ
ル

ラ
ン
法
案
」
と
い
う
。）

⇒

三
九
｜
四
一
）、
ダ
ル
ラ
ン
法
案
を
検

討
し
た
ド
・
ロ
ワ
ヌ
の
論
稿
（⇒

四
二
）、
及
び
ダ
ル
ラ
ン
法
案
の
検

討
を
委
ね
ら
れ
た
委
員
会
が
提
出
し
た
修
正
法
案
（
以
下
「
委
員
会

法
案
」
と
い
う
。）

⇒

四
三
｜
四
四
）
を
用
い
る
（⇒

「
法
定
抵
当

権
」
七
八
）。
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２

ダ
ル
ラ
ン
法
案

三
九

ダ
ル
ラ
ン
法
案143

）は
、
法
定
抵
当
権
の
登
記
に
つ
き
、
現
行

法
の
立
場
に
否
定
的
で
あ
る
。
ダ
ル
ラ
ン
法
案
中
、
本
稿
と
関
係
す

る
規
定
は
、
以
下
で
あ
る
。

第
一
七
条

法
定
抵
当
権
又
は
合
意
に
よ
る
抵
当
権
は
、
す
べ
て
、

財
産
所
在
地
の
抵
当
権
保
存
所
に
登
記
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

登
記
は
、
特
定
金
額
（so

m
m
e fix

e

）
に
つ
き
、
指
定
さ
れ
た
不

動
産
（im

m
eu
b
les d

esig
n
es

）
に
限
り
、
そ
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。登

記
が
さ
れ
な
い
と
き
は
、
抵
当
権
は
、
不
動
産
に
権
利
を
取
得
し
、

か
つ
法
律
に
従
い
そ
れ
を
保
存
し
た
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
。

民
法
第
二
一
二
二
条
、
第
二
一
二
九
条
及
び
第
二
一
三
〇
条
は
、
こ

れ
を
廃
止
す
る
。

第
一
八
条

民
法
第
二
一
三
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

債
権
者
間
に
お
い
て
は
、
法
定
抵
当
権
又
は
合
意
に
よ
る
抵
当
権

の
順
位
は
、
法
律
に
規
定
す
る
手
続
に
従
い
保
存
吏
の
帳
簿
に
し
た
登

記
の
日
付
の
前
後
に
よ
る
。」

民
法
第
二
一
三
五
条
は
、
未
成
年
者
及
び
禁
治
産
者
の
法
定
抵
当
権

並
び
に
妻
の
法
定
抵
当
権
に
つ
き
登
記
を
免
除
す
る
限
り
で
、
こ
れ
を

廃
止
す
る
。

第
一
九
条

す
べ
て
の
夫
婦
財
産
契
約
は
、
嫁
資
及
び
夫
婦
財
産
制

約
定
を
理
由
に
妻
が
夫
の
不
動
産
に
つ
き
有
す
る
法
定
抵
当
権
の
額
を

決
定
す
る
。

夫
婦
財
産
契
約
は
、
法
定
抵
当
権
の
目
的
と
な
る
夫
の
不
動
産
を
指

定
す
る
。
指
定
が
な
い
と
き
は
、
法
定
抵
当
権
は
、
夫
の
現
在
財
産
の

す
べ
て
を
目
的
と
す
る
。

夫
婦
財
産
契
約
は
、
登
記
を
延
期
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、

登
記
が
さ
れ
な
い
こ
と
を
合
意
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

公
証
人
（n

o
ta
ire

）
は
、
登
記
を
し
な
け
れ
ば
抵
当
権
は
効
果
を

生
じ
さ
せ
な
い
こ
と
を
、
当
事
者
に
予
告
（p

rev
en
tio
n

）
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
予
告
は
、
夫
婦
財
産
契
約
書
に
記
入
さ
れ
る
。

婚
姻
が
成
立
（a

cco
m
p
lissem

en
t

）
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
登
記

の
抹
消
は
、
夫
婦
財
産
制
約
定
の
解
除
（resilita

tio
n

）
を
確
認
す
る

公
証
人
証
書
（a

cte
 
n
o
ta
rie

）
又
は
単
純
申
請
（sim

p
le
 
re-

q
u
ete

）
に
基
づ
き
被
告
の
住
所
の
裁
判
所
評
議
部
（ch

a
m
b
re
 
d
u

 
co
n
seil

）
が
下
し
た
判
決
の
提
出
に
よ
り
、
さ
れ
る
。
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第
二
〇
条

婚
姻
中
に
要
求
さ
れ
る
登
記
は
、
不
動
産
に
対
し
て
特

定
金
額
（so

m
m
es d

eterm
in
es

）
に
つ
き
、
夫
又
は
妻
が
す
べ
て
こ

れ
を
す
る
。
妻
が
登
記
を
す
る
と
き
は
、
夫
の
許
可
は
必
要
な
い
。

妻
の
直
系
親
族
及
び
兄
弟
姉
妹
叔
伯
父
母
ま
で
の
傍
系
親
族
は
、
夫

の
住
所
の
裁
判
所
長
の
許
可
を
得
て
、
登
記
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

第
三
〇
条

民
法
第
二
一
四
八
条
第
三
項
は
、
こ
れ
を
廃
止
す
る
。

第
三
二
条

第
二
一
五
三
条
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
保
存
す
べ
き
権
利
の
性
質
及
び
そ
の
価
値
の
額
。」

第
四
〇
条

本
法
に
反
す
る
民
法
の
規
定
は
、
こ
れ
を
廃
止
す
る
。

四
〇

ダ
ル
ラ
ン
法
案
は
、
登
記
免
除
法
定
抵
当
権
を
認
め
な
い
。

す
な
わ
ち
、

法
定
抵
当
権
…
は
、
す
べ
て
、
財
産
所
在
地
の
抵
当

権
保
存
所
に
登
記
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

ダ
ル
ラ
ン
法
案
一

七
条
一
項
）。
そ
し
て
、

登
記
が
さ
れ
な
い
と
き
は
、
抵
当
権
は
、

不
動
産
に
権
利
を
取
得
し
、
か
つ
法
律
に
従
い
そ
れ
を
保
存
し
た
第

三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
」
ず
（
ダ
ル
ラ
ン
法
案
一
七
条
三

項
）、
か
つ
、

債
権
者
間
に
お
い
て
は
、
法
定
抵
当
権
…
の
順
位
は
、

…
登
記
の
日
付
の
前
後
に
よ
る
」

ダ
ル
ラ
ン
法
案
一
八
条
一
項
修

正
二
一
三
四
条
）

⇒

①
｜
⑤
）。

①

二
一
三
四
条
の
修
正
に
と
も
な
い
、
法
定
抵
当
権
の
順
位
取

得
日
（⇒

「
法
定
抵
当
権
」
五
八
｜
七
六
）
を
法
定
す
る
「
民
法
第

二
一
三
五
条
は
、
…
妻
の
法
定
抵
当
権
に
つ
き
登
記
を
免
除
す
る
限

り
で
、」
廃
止
さ
れ
る
（
ダ
ル
ラ
ン
法
案
一
八
条
二
項
）。

②

法
定
抵
当
権
が
登
記
さ
れ
た
と
し
て
も
、

婚
姻
が
成
立
し

な
か
っ
た
と
き
は
、
登
記
の
抹
消
は
、
夫
婦
財
産
制
約
定
の
解
除
を

確
認
す
る
公
証
人
証
書
又
は
単
純
申
請
に
基
づ
き
被
告
の
住
所
の
裁

判
所
評
議
部
が
下
し
た
判
決
の
提
出
に
よ
り
、
さ
れ
る
」

ダ
ル
ラ

ン
法
案
一
九
条
五
項
）。

③

当
事
者
は
、
夫
婦
財
産
契
約
で
「
登
記
を
延
期
す
る
」
旨
の

合
意
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
ダ
ル
ラ
ン
法
案
一
九
条
三
項
本
文
）。

し
か
し
、
一
切
の
「
登
記
が
さ
れ
な
い
こ
と
を
合
意
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
」

ダ
ル
ラ
ン
法
案
一
九
条
三
項
但
書
）。

④

夫
婦
財
産
契
約
に
さ
い
し
て
、

公
証
人
は
、
登
記
を
し
な

け
れ
ば
抵
当
権
は
効
果
を
生
じ
さ
せ
な
い
こ
と
を
、
当
事
者
に
予
告

し
」、
か
つ
、
そ
の
「
予
告
」
を
「
夫
婦
財
産
契
約
書
に
記
入
」
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
ダ
ル
ラ
ン
法
案
一
九
条
四
項
）。
し
か
し
、

公
証
人
は
、
登
記
を
取
得
す
る
義
務
を
負
わ
な
い
。
ダ
ル
ラ
ン
法
案

が
公
証
人
に
登
記
取
得
義
務
を
課
さ
な
か
っ
た
理
由
に
つ
き
、
立
法
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理
由
開
示
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
曰
く
、
登
記
「
延
期
権

（fa
cu
lte

d
e su

rsis

）〔⇒

③
〕
を
認
め
た
以
上
、
わ
れ
わ
れ
は
、

ど
の
時
点
で
登
記
を
申
請
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
に
任
せ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た144

）」。

⑤

婚
姻
中
に
妻
の
被
担
保
債
権
額
が
増
大
し
た
た
め
に
、
被
担

保
債
権
額
が
目
的
物
の
価
値
を
上
回
っ
た
と
き
は
、

妻
又
は
夫
」

は
、

婚
姻
中
に
」

登
記
」
を
「
要
求
」
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
ダ

ル
ラ
ン
法
案
二
〇
条
一
項
前
段
）。

妻
が
登
記
を
す
る
と
き
は
、
夫

の
許
可
は
必
要
な
い
」

ダ
ル
ラ
ン
法
案
二
〇
条
一
項
後
段
）。

夫

が
登
記
を
し
な
い
場
合
、
又
は
夫
が
﹇
登
記
﹈
手
続
の
履
行
を
妨
げ

る
た
め
に
妻
に
対
し
て
影
響
力
を
行
使
す
る
場
合145

）」
は
、

妻
の
直

系
親
族
及
び
兄
弟
姉
妹
叔
伯
父
母
ま
で
の
傍
系
親
族
は
、
夫
の
住
所

の
裁
判
所
長
の
許
可
を
得
て
、
登
記
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
」

ダ
ル
ラ
ン
法
案
二
〇
条
二
項
）。

四
一

ダ
ル
ラ
ン
法
案
は
、
登
記
申
請
書
に
お
け
る
被
担
保
債
権

額
及
び
目
的
物
の
特
定
を
課
す
（⇒

①
｜
②
）。

①

一
八
〇
四
年
法
に
お
い
て
は
、

純
然
た
る
法
定
抵
当
権
」

二
一
五
三
条
柱
書
）
以
外
に
つ
い
て
は
、
登
記
申
請
書
に
「
抵
当

権
の
保
存
を
す
べ
き
財
産
の
種
類
及
び
所
在
地
の
指
示
」

二
一
四

八
条
二
項
五
号
前
段
）
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（⇒

三
一

⑤
）
が
、
二
一
四
八
条
二
項
五
号
中
段
は
、
法
定
抵
当
権
の
登
記
申

請
書
に
、
こ
の
記
載
を
要
求
し
な
い
（⇒

三
三
）。
し
か
し
、
ダ
ル

ラ
ン
法
案
三
〇
条
は
、

民
法
第
二
一
四
八
条
第
三
項
は
、
こ
れ
を

廃
止
す
る
」
と
規
定
す
る
の
で
、
法
定
抵
当
権
に
つ
い
て
も
登
記
申

請
書
に
「
抵
当
権
の
保
存
を
す
べ
き
財
産
の
種
類
及
び
所
在
地
の
指

示
」
が
記
載
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②

一
八
〇
四
年
法
に
お
い
て
は
、

夫
の
財
産
を
目
的
と
す
る

妻
の
純
然
た
る
法
定
抵
当
権
」
に
つ
い
て
は
、

特
定
し
て
い
る
場

合
は
そ
の
価
値
の
額
」
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

そ
れ

が
条
件
付
き
、
未
確
定
又
は
特
定
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
、
そ
れ
を

確
定
す
る
必
要
は
な
い
」

二
一
五
三
条
三
号
）

⇒

三
五
）。
つ
ま

り
、
被
担
保
債
権
額
の
特
定
は
義
務
的
で
な
い
。
し
か
し
、
ダ
ル
ラ

ン
法
案
は
、
被
担
保
債
権
額
の
特
定
を
義
務
づ
け
る
。
す
な
わ
ち
、

登
記
申
請
書
に
は
、
常
に
「
保
存
す
べ
き
権
利
の
性
質
及
び
そ
の
価

値
の
額
」

ダ
ル
ラ
ン
法
案
三
二
条
）
が
記
載
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

143
）

off
.,
D
oc
.,
parl.,

S
en
a
t,
1896,

a
n
n
ex
e n
°2,
p
p
.
335

336.

144
）

off
.,
D
oc
.,
parl.,

S
en
a
t,
1896,

a
n
n
ex
e n

°2,
p
.
334.

145
）

off
.,
D
oc
.,
parl.,

S
en
a
t,
1896,

a
n
n
ex
e n

°2,
p
.
334.
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３

ド
・
ロ
ワ
ヌ
の
法
案
評
価

四
二

ド
・
ロ
ワ
ヌ146

）は
、
登
記
免
除
法
定
抵
当
権
を
認
め
な
い
ダ

ル
ラ
ン
法
案
の
立
場
（⇒

四
〇
）
を
支
持
す
る
（⇒

「
法
定
抵
当

権
」
八
六
）。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
に
留

め
る
。
す
な
わ
ち
、
法
定
抵
当
権
の
「
秘
密
性
（cla

n
d
estin

ite

）

は
、
第
三
者
を
、
こ
の
者
が
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
追
奪
の
危
険
に

曝
す
こ
と
に
な
る147

）」。
そ
の
上
で
、
ド
・
ロ
ワ
ヌ
は
、
ダ
ル
ラ
ン
法
案

の
問
題
点
を
指
摘
す
る
（⇒

①
｜
⑤
）。

①

ダ
ル
ラ
ン
法
案
一
七
条
三
項
は
「
登
記
が
さ
れ
な
い
と
き
は
、

抵
当
権
は
、
不
動
産
に
権
利
を
取
得
し
、
か
つ
法
律
に
従
い
そ
れ
を

保
存
し
た
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
規
定
す
る
の

で
、
こ
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
抵
当
権
者
は
、
一
般
債
権
者
に
対
し
て

は
、
登
記
を
す
る
こ
と
な
く
抵
当
権
を
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
ダ
ル
ラ
ン
法
案
一
八
条
一
項
修
正
二
一
三
四
条
は
「
債
権

者
間
に
お
い
て
は
（en
tre les crea

n
ciers

）、
法
定
抵
当
権
又
は

合
意
に
よ
る
抵
当
権
の
順
位
は
、
…
登
記
の
日
付
の
前
後
に
よ
る
」

と
規
定
す
る
の
で
、
こ
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
未
登
記
の
抵
当
権
者
は
、

一
般
債
権
者
に
対
し
て
抵
当
権
を
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ

の
よ
う
に
、
二
つ
の
規
定
に
は
矛
盾
が
あ
る
。
未
登
記
の
抵
当
権
者

は
一
般
債
権
者
に
対
し
て
抵
当
権
を
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

す
べ
き
で
あ
る
な
ら
、
ダ
ル
ラ
ン
法
案
一
七
条
三
項
は
削
除
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
。
反
対
に
、
未
登
記
の
抵
当
権
者
は
一
般
債
権
者
に
対

し
て
抵
当
権
を
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
べ
き
で
あ
る
な
ら
、

修
正
二
一
三
四
条
の
「
債
権
者
間
に
お
い
て
は
」
の
文
言
は
、

抵

当
権
者
間
に
お
い
て
は
（en

tre
 
les
 
crea

n
ciers

 
h
y
p
o
th
eca

ir-

es

）」
に
変
更
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い148

）。

②

一
八
〇
四
年
法
に
お
い
て
は
、
登
記
の
効
力
を
維
持
す
る
た

め

に
、
抵

当

権

者

は
、
登

記

を

一

〇

年

ご

と

に
「
更

新

（ren
o
u
v
ellem

en
t

）」

二
一
五
四
条149

））
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ダ
ル
ラ
ン
法
案
は
、
法
定
抵
当
権
の
登
記
と
、
そ
れ
以
外
の
抵
当
権

の
登
記
を
同
じ
準
則
に
従
わ
せ
る
の
で
、
法
定
抵
当
権
の
登
記
も
一

〇
年
ご
と
に
更
新
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
ク
レ

デ
ィ
・
フ
ォ
ン
シ
ェ
の
設
立
に
関
す
る
一
八
五
二
年
二
月
二
八
日
デ

ク
レ
四
七
条
は
、

ク
レ
デ
ィ
・
フ
ォ
ン
シ
ェ
の
た
め
に
さ
れ
た
抵
当

権
登
記
は
、
貸
付
期
間
中
に
お
い
て
は
、
民
法
第
二
一
五
四
条
が
規

定
す
る
一
〇
年
ご
と
の
更
新
を
免
除
さ
れ
る
」
と
規
定
し
て
、
ク
レ

デ
ィ
・
フ
ォ
ン
シ
ェ
に
対
し
て
登
記
更
新
を
免
除
す
る
。
そ
こ
で
、

ド
・
ロ
ワ
ヌ
は
、
ベ
ル
ギ
ー
法150

）及
び
イ
タ
リ
ア
法151

）も
併
せ
て
参
照
し

つ
つ
、
妻
に
対
し
て
登
記
更
新
を
免
除
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
な

ぜ
な
ら
、

わ
た
し
は
、
法
案
起
草
者
が
、
法
律
が
…
婚
姻
中
に
保

護
す
べ
き
…
妻
を
、
ク
レ
デ
ィ
・
フ
ォ
ン
シ
ェ
以
上
に
厳
し
く
処
遇
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す
る
理
由
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
か
ら
で
あ
る152

）。

③

ダ
ル
ラ
ン
法
案
は
、
当
事
者
が
「
登
記
が
さ
れ
な
い
こ
と
を

合
意
す
る
こ
と
」
を
禁
じ
る
が
、
夫
婦
財
産
契
約
に
「
登
記
を
延
期

す
る
」
条
項
を
盛
り
込
む
こ
と
を
認
め
る
（
ダ
ル
ラ
ン
法
案
一
九
条

三
項
）

⇒

四
〇
③
）。
し
か
し
、
ド
・
ロ
ワ
ヌ
は
、
こ
れ
に
批
判
的

で
あ
る
。
曰
く
、

ま
さ
に
登
記
を
す
る
権
利
の
放
棄
に
等
し
い
ほ

ど
に
、﹇
登
記
が
﹈
延
期
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
と
き

は
、
裁
判
所
は
、
条
項
の
無
効
を
宣
言
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。

か
り
に
、
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
準
則
は
、
夫
婦
間
の
訴
訟

の
源
と
な
る
。﹇
し
か
し
、﹈
訴
訟
を
予
防
す
る
こ
と
が
賢
明
な
の
で

は
な
い
か
。
さ
ら
に
、﹇
登
記
の
﹈
延
期
に
よ
り
、
妻
の
権
利
は
、

取
り
返
し
が
つ
か
ぬ
ほ
ど
、
危
険
に
曝
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、

﹇
法
定
﹈
抵
当
権
の
効
果
は
公
示
次
第
で
あ
り
、
か
つ
登
記
の
日
付

次
第
だ
か
ら
で
あ
る153

）」。

④

ダ
ル
ラ
ン
法
案
は
、
公
証
人
に
登
記
取
得
義
務
を
課
さ
な
い

（
ダ
ル
ラ
ン
法
案
一
九
条
四
項
参
照
）

⇒

四
〇
④
）。
し
か
し
、

ド
・
ロ
ワ
ヌ
は
、
イ
タ
リ
ア
民
法
一
九
八
二
条
に
な
ら
い
、
こ
の
義

務
を
公
証
人
に
課
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る154

）。
こ
の
点
に
つ
き
、
イ
タ

リ
ア
民
法
一
九
八
二
条
一
項
は
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。
す
な
わ
ち
、

妻
に
属
す
る
法
定
抵
当
権
は
、
夫
及
び
嫁
資
設
定
証
書
を
受
理
し

た
公
証
人
の
注
意
の
下
で
、
証
書
の
日
付
か
ら
二
〇
日
以
内
に
登
記

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。

⑤

ダ
ル
ラ
ン
法
案
は
、
婚
姻
中
に
妻
が
夫
に
対
し
て
債
権
を
取

得
し
た
た
め
に
、
当
初
の
目
的
物
で
は
被
担
保
債
権
を
担
保
し
き
れ

な
く
な
っ
た
と
き
は
、

妻
又
は
夫
」
又
は
「
妻
の
直
系
親
族
及
び

兄
弟
姉
妹
叔
伯
父
母
ま
で
の
傍
系
親
族
」
が
「
婚
姻
中
に
」

登
記
」

を
「
要
求
」
す
る
こ
と
を
認
め
る
（
ダ
ル
ラ
ン
法
案
二
〇
条
）

⇒

四
〇
⑤
）。
し
か
し
、
ド
・
ロ
ワ
ヌ
は
、
こ
の
場
合
に
つ
い
て
も
、
公

証
人
に
登
記
取
得
義
務
を
課
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る155

）。

146
）

D
e
 
L
o
y
n
es,

p
p
.
1
44;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie

 
et d

e
 

L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
I,
p
p
.
L
X
-L
X
X
X
V
III.

147
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
I,

p
.
L
X
X
IV
.

148
）

D
e L

o
y
n
es,

p
.
36.

149
）

第
二
一
五
四
条

登
記
は
、
登
記
日
か
ら
一
〇
年
間
、
抵
当

権
及
び
先
取
特
権
を
保
存
す
る
。
期
間
満
了
前
に
登
記
が
更
新
さ
れ

な
い
と
き
は
、
登
記
の
効
力
は
終
了
す
る
。」

150
）

一
八
五
一
年
一
二
月
一
六
日
ベ
ル
ギ
ー
抵
当
法
第
九
〇
条
第

一
項
・
第
二
項

登
記
は
、
登
記
日
か
ら
一
五
年
間
、
抵
当
権
及
び

先
取
特
権
を
保
存
す
る
。
期
間
満
了
前
に
登
記
が
更
新
さ
れ
な
い
と

き
は
、
登
記
の
効
力
は
終
了
す
る
。

た
だ
し
、
本
法
第
三
節
第
一
款
第
一
目
及
び
第
二
目
に
従
い
、
未
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成
年
者
、
禁
治
産
者
、
精
神
病
施
設
収
容
者
（p

erso
n
n
es p

la
cees

 
d
a
n
s d
es eta

b
lissem

en
ts d

’a
lien

es

）
及
び
妻
の
た
め
に
さ
れ
た

登
記
は
、
後
見
若
し
く
は
一
時
的
管
理
の
終
了
又
は
婚
姻
解
消
か
ら

一
年
に
つ
き
、
す
べ
て
の
更
新
を
免
れ
る
。」

151
）

イ
タ
リ
ア
民
法
第
二
〇
〇
四
条

妻
の
法
定
抵
当
権
の
登
記

は
、
婚
姻
中
及
び
婚
姻
解
消
か
ら
一
年
に
つ
い
て
は
、
登
記
の
更
新

が
さ
れ
な
く
と
も
、
そ
の
効
果
を
維
持
す
る
。」

イ
タ
リ
ア
民
法
の
翻
訳
に
あ
た
っ
て
は
、
オ
ル
シ
ェ
（Jo
sep

h
 

F
ra
n
ço
is O

R
S
IE
R
,
1843

1923

）

H
u
c,
C
od
e civil italien

.

）

に
よ
る
仏
語
訳
を
参
考
に
し
た
。

152
）

D
e L

o
y
n
es,

p
.
37.

C
f.
G
ra
sset,

n
°52,

p
.
641.

153
）

D
e L

o
y
n
es,

p
p
.
39

40.

154
）

D
e L

o
y
n
es,

p
.
40.

155
）

D
e L

o
y
n
es,

p
.
40.

４

委
員
会
法
案

四
三

委
員
会
法
案156

）（⇒

「
法
定
抵
当
権
」
八
九
）
中
、
法
定
抵

当
権
の
登
記
に
関
す
る
も
の
は
一
箇
条
の
み
で
あ
る
。

第
一
条

抵
当
権
謄
記
に
関
す
る
一
八
五
五
年
三
月
二
三
日
法
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
…

第
一
三
条
（
旧
第
八
条
）

寡
婦
、
成
年
に
達
し
た
未
成
年
者
、
禁

治
産
を
解
除
さ
れ
た
禁
治
産
者
及
び
こ
れ
ら
の
相
続
人
又
は
承
継
人
が

婚
姻
解
消
又
は
後
見
終
了
後
一
年
以
内
に
登
記
を
し
な
い
場
合
は
、
こ

れ
ら
の
者
の
抵
当
権
は
第
三
者
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
は
後
に
登
記

が
さ
れ
た
日
か
ら
に
限
り
日
付
を
取
得
す
る157

）。

…
」

四
四

委
員
会
法
案
一
条
は
、
現
行
一
八
五
五
年
法
八
条
の
条
文

数
を
代
え
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
転
載
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま

り
、
委
員
会
は
、
法
定
抵
当
権
の
登
記
に
つ
い
て
、
現
行
法
の
立
場

を
肯
定
的
に
評
価
し
た
上
で
、
そ
の
維
持
を
主
張
す
る
（⇒

①

｜
③158

））。

①

登
記
免
除
法
定
抵
当
権
を
維
持
す
べ
き
理
由
と
し
て
、
テ

ザ
ー
ル
（L

eo
p
o
ld
 
T
H
É
Z
A
R
D
,
1840

1907

）
は
次
の
よ
う
に

説
明
す
る
。
曰
く
、

公
示
の
免
除
は
、
…
家
庭
内
で
の
妻
の
状
態

を
考
慮
し
た
結
果
で
あ
る
。﹇
法
定
﹈
抵
当
権
の
効
果
を
保
証
す
る

た
め
に
登
記
が
必
要
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
夫
か
ら
す
れ
ば
、
妻
に
よ

る
登
記
は
、
自
分
へ
の
不
信
の
証
で
あ
り
、
自
分
が
第
三
者
と
な
そ

う
と
す
る
契
約
を
妨
げ
る
方
法
で
あ
り
、
か
つ
家
庭
内
の
不
和
の
原
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因
と
な
る
。
…
﹇
つ
ま
り
、﹈
妻
は
、﹇
登
記
を
し
な
い
こ
と
で
﹈
効

果
的
な
保
護
を
放
棄
す
る
か
、﹇
登
記
を
す
る
こ
と
で
﹈
夫
婦
間
に

不
和
を
生
じ
さ
せ
る
か
、
い
ず
れ
か
を
選
択
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い159
）」。

曰
く
、

妻
の
法
定
抵
当
権
の
制
度
を
承
認
す
る
理
由
そ
の
も

の
が
、
登
記
の
免
除
を
妻
に
認
め
る
結
果
を
導
く
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。﹇
妻
に
よ
る
登
記
は
﹈
夫
の
計
画
し
た
取
引
を
明
確
か
つ
自
発

的
な
行
為
に
よ
り
妨
げ
る
の
で
、
妻
の
率
先
し
た
﹇
登
記
﹈
は
家
庭

の
不
和
の
原
因
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
家
庭
の
不
和
が
予
想

さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
妻
は
、
弱
け
れ
ば
弱
い
程
、
又
保
護
に
値
す

れ
ば
値
す
る
程
、﹇
登
記
を
﹈
尻
込
み
す
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し

て
、﹇
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、﹈
今
後
は
法
定
抵
当
権
は
登
記
さ
れ

な
い
も
の
又
は
存
在
し
な
い
も
の
と
扱
わ
れ
る
の
で
、
法
定
抵
当
権

は
事
実
上
廃
止
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か160

）」。
さ
ら
に
、

曰
く
、

特
定
と
公
示
を
課
す
こ
と
は
、
法
定
抵
当
権
を
破
壊
す
る

こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
結
果
は
、
最
良
の
知
性
（les m

eil-

leu
rs esp

rits

）
を
後
退
さ
せ
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
…
要
す
る

に
、
解
決
策
は
、
次

の

い

ず

れ

か

で

あ
っ
て
、
そ

の

折

衷

（m
ilieu

）
と
い
う
処
理
は
、
あ
り
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
妻
の
法
定
抵
当
権
を
全
面
的
に
廃
止
す
る
…
か
、
コ
ー
ド
・
シ

ビ
ル
の
特
権
的
状
態
を
維
持
す
る
か161

）」。

②

ダ
ル
ラ
ン
法
案
は
、

夫
」
又
は
「
妻
の
直
系
親
族
及
び
兄

弟
姉
妹
叔
伯
父
母
ま
で
の
傍
系
親
族
」
が
婚
姻
中
に
登
記
を
要
求
す

る
こ
と
を
認
め
る
（
ダ
ル
ラ
ン
法
案
二
〇
条
）

⇒

四
〇
⑤
）
が
、

テ
ザ
ー
ル
は
、
こ
れ
ら
の
者
が
法
定
抵
当
権
の
登
記
を
す
る
こ
と
は

な
い
と
指
摘
す
る
。
曰
く
、
法
定
「
抵
当
権
の
登
記
を
す
る
こ
と
に

つ
き
、
夫
を
当
て
に
し
て
は
な
ら
な
い
。
最
も
登
記
が
必
要
と
さ
れ

る
と
き
、
つ
ま
り
、
夫
が
妻
の
取
戻
し
を
危
険
に
曝
す
か
も
し
れ
な

い
取
引
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
と
り
わ
け
そ
う
で
あ
る
。
さ
ら

に
、
妻
の
近
親
者
も
当
て
に
な
ら
な
い
。﹇
な
ぜ
な
ら
、
近
親
者

は
、﹈
登
記
を
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
何
も
責
任
を
負
わ
な
い
か

ら
で
あ
る
。﹇
ま
た
、﹈
近
親
者
は
、
そ
れ
を
す
る
こ
と
で
面
倒
に
巻

き
込
ま
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
も
そ
も
、
裁
判
所
長
の
許
可
を
申
請

す
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い162

）」。
そ
こ
で
、
ド
・
ロ
ワ
ヌ

が
主
張
（⇒

四
二
④
⑤
）
し
た
よ
う
に
、
公
証
人
に
登
記
取
得
義
務

を
課
す
べ
き
で
は
な
い
か
が
問
題
と
な
る
。
し
か
し
、
テ
ザ
ー
ル
は
、

こ
れ
も
否
定
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、

そ
の
よ
う
な
制
度
は
、
重
大
な

実
務
的
問
題
点
（d

ifficu
ltes p

ra
tiq
u
es

）
を
抱
え
て
い
る
か
ら

で
あ
る163

）」。
も
っ
と
も
、
テ
ザ
ー
ル
は
、

実
務
的
問
題
点
」
の
具
体

的
内
容
を
語
ら
な
い
。

③

テ
ザ
ー
ル
は
、
登
記
免
除
法
定
抵
当
権
を
認
め
た
と
し
て
も
、

そ
れ
に
よ
り
第
三
者
の
利
益
は
害
さ
れ
な
い
と
す
る
。
曰
く
、

第

三
者
の
不
知
に
よ
る
危
険
は
、
そ
れ
ほ
ど
深
刻
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
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実
際
に
は
、
そ
の
よ
う
な
危
険
は
、
非
常
に
希
な
も
の
で
あ
っ
た
。

と
い
う
の
も
、
婚
姻
の
事
実
は
、
多
く
の
場
合
に
は
周
知
の
事
実
で

あ
り
、
か
つ
﹇
婚
姻
の
﹈
解
消
は
非
常
に
困
難
だ
か
ら
で
あ
る
。

﹇
と
り
わ
け
、﹈
一
八
九
七
年
八
月
一
七
日
法
以
降
に
お
い
て
は
、
十

分
に
警
戒
し
さ
え
す
れ
ば
、﹇
婚
姻
事
実
の
不
知
は
、﹈
あ
り
得
な
い

こ
と
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
。﹇
な
ぜ
な
ら
、﹈
夫
婦
双
方
の
出
生
証

書
（a

cte d
e n
a
issa

n
ce

）
の
余
白
に
、
婚
姻
の
記
載
が
要
求
さ
れ

た
か
ら
で
あ
る
（
民
法
七
六
条
）。﹇
し
た
が
っ
て
、﹈
契
約
の
相
手

方
の
状
態
に
僅
か
ば
か
り
で
も
疑
義
が
あ
れ
ば
、
出
生
証
書
の
提
出

を
要
求
す
れ
ば
足
り
、
そ
れ
に
よ
り
直
ち
に
﹇
法
定
抵
当
権
の
﹈
情

報
を
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う164

）」。
つ
ま
り
、
一
八
九
七
年
以
降
は
、
第

三
者
が
法
定
抵
当
権
の
存
在
を
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
こ
と
は
な

い
の
で
、
第
三
者
の
利
益
が
害
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
な
お
、
一
八

九
七
年
八
月
一
七
日
法
は
一
八
〇
四
年
法
七
六
条
を
修
正
し
、
次
の

三
項
を
設
け
る
。
す
な
わ
ち
、

夫
婦
の
出
生
証
明
余
白
に
対
し
て

は
、
婚
姻
挙
式
の
記
載
が
さ
れ
る
」。

156
）

off
.,
D
oc
.,
parl.,

S
en
a
t,
1904,

a
n
n
ex
e n

°111,
p
p
.
282

284.

157
）

一
八
五
五
年
法
八
条
と
同
一
。

158
）

も
っ
と
も
、
委
員
会
は
、
実
際
に
は
、
現
行
法
の
維
持
を
積
極

的
に
主
張
し
た
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
ダ
ル
ラ
ン
法
案
の
改
革
を

時
期
尚
早
と
と
ら
え
、
現
行
法
を
消
極
的
に
支
持
し
た
に
過
ぎ
な
い

と
思
わ
れ
る
（⇒

「
法
定
抵
当
権
」
九
四
）。

159
）

off
.,
D
oc
.,
parl.,

S
en
a
t,
1904,

a
n
n
ex
e n

°111,
n
°126,

p
.

277.

160
）

off
.,
D
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.,
parl.,

S
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a
t,
1904,

a
n
n
ex
e n

°111,
n
°131,

p
.

278.

161
）

off
.,
D
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.,
parl.,

S
en
a
t,
1904,

a
n
n
ex
e n

°111,
n
°132,

p
.

278.

162
）

off
.,
D
oc
.,
parl.,

S
en
a
t,
1904,

a
n
n
ex
e n

°111,
n
°131,

p
.

278.

163
）

off
.,
D
oc
.,
parl.,

S
en
a
t,
1904,

a
n
n
ex
e n

°111,
n
°131,

p
.

278.

164
）

off
.,
D
oc
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parl.,

S
en
a
t,
1904,

a
n
n
ex
e n

°111,
n
°132,

p
.

278.

（
完
）
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